
104国 際私法年報 第9号(2007)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

xo

ii

12

13

14

15

管轄合意違反の損害賠償

「管轄合意違反」とは

事案の類型

議論の進展状況

受訴地で損害賠償請求できるか

高 橋 宏 司
たか はしこう じ

同志社大学大学院司法研究科教授

受訴地の裁判の承認によるその他の法廷地での損害賠償請求の遮断

受訴地に対する国際礼譲

訴訟差止命令との比較

損害額の算定の困難

損害軽減義務,損 害賠償請求権の放棄

請求の根拠

準 拠 法

管轄合意違反の損害賠償訴訟の管轄

損害賠償を認める判決の他国における執行可能性

コモン・ローとシビル ・ローの違い

結 び

1「 管轄合意違反」 とは

「管轄合意違反」とは何か。本稿で,ま ずこの理解 を確認 してから議論を始め

る必要があるのは,同 一の管轄合意について,そ の違反があるか異なる法廷地

で見解が分かれることがあるからである。これは,法 廷地によって,同 一の管

轄合意について,そ の存在(1),有 効性(実 質的有効性,方 式),効 力(専 属性,主

観的範囲(2),客観的範囲(3))や その他の解釈ωについて異なる判断がなされ うる

からである。これ らの点についての判断に相違が生 じうるのは,裁 判所の判断

に正誤があ りうるためだけではな く,正 しい判断をした場合で も,証 明責任の
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分担 ・程度が異なった り⑤,異 なる法が適用 されうるからである。例えば,消

費者契約や労働契約の管轄合意については,そ れ らを他の契約 と区別 しない法

制もあれば,弱 者保護の見地から,紛 争発生後の合意のみ有効 とする法制や,

事業者が原告 となる場合 にのみ専属性を認める法制 もある。 また,法 廷地の公

廉 によって管轄合意が無効になるとしても,公 序の内容は法廷地によって異な

る。

・∵そこで
,本 稿では,「管轄合意違反」とは,管 轄合意違反の損害賠償訴訟が提

起された法廷地㈲から見て有効で専属的な管轄合意に反する提訴のことをいう。

したがって,管 轄合意にかかわらず実際に訴訟が提起 された法廷地(以 下,「受

訴地」と呼ぶ)の 裁判所が,当 該提訴を管轄合意違反であると認めるかどうかは

無関係である。また,受 訴地原告の主観的態様 も問わない⑦。なお,付 加的管

轄合意は法廷地の選択肢 を増やすものであ り,そ の違反は観念 し得ないので,

専属的な管轄合意を対象 とする(8)。また,同 様 に,本 稿では,「合意管轄地」と

は,管 轄合意違反の損害賠償訴訟が提起 された法廷地か ら見て,当 該管轄合意

に指定 されている法廷地の ことを言 う。

2事 案の類型

管轄合意違反の損害賠償は,賠 償請求される損害のタイプに応 じて,以 下の

二通 りの事案に類型化で きると思われる。

q)第1類 型

受訴地裁判所が,管 轄合意違反 を理由に自らの管轄 を否定 した場合,受 訴地

被告は,受 訴地の管轄 を争うのに要した訴訟費用の うち,受 訴地の訴訟費用規

則(9)の下で回復が認められなかった額を損害 として賠償請求するかもしれない。

本稿で言う訴訟費用には,い わゆる弁護士費用(10)を含み(11),かつ金額的にはそ

れが中心になる。訴訟費用の額は,本 訴における係争額よりも高額 となること

さえあるので(12),実務上の重要 性は軽視できない。

この類型の先例 であるUnionDiscountCov.Zoller事 件(13)では,ア メリカ人で

あるZoller氏 が,UnionDiscount社 との投資顧問契約にもとづ き,同 社 をニュー
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ヨークで提訴 したが,ニ ュー ヨーク裁判所は,イ ングラン ド裁判所 を指定する

管轄合意があることを理由に管轄 を否定 し,訴 えを却下 した。UnionDiscount

社は,ニ ューヨークでは,ア メリカの訴訟費用原則により,管 轄を争 うために

要 した訴訟費用を回復で きなかったので,イ ングランドで,当 該費用の回復を

求めて,Zoller氏 に対 して損害賠償訴訟 を提起 した。イングランドの第一審裁

判所は,請 求原 因がない として請求を認めなかったが,控 訴院は,管 轄合意で

指定 されていない法廷地での提訴が契約違反に当たるとして,管 轄を争うため

に合理的に要 した費用 について,損 害賠償を認めた。

(2)第2類 型

管轄合意を理由に管轄が争われたにもかかわらず,受 訴地裁判所が管轄 を肯

定 し,本 案で も受訴地原告が(全 部または一部)勝 訴 した場合,受 訴地被告 は,

受訴地で下された本案判決が命 じた支払額と合意管轄地の本案判決が命 じたで

あろう支払額の差額および,受 訴地の訴訟費用規則の下で負担 を求められた訴

訟費用の額 と合意管轄地の訴訟費用規則の下で負担 を求め られたであろう訴訟

費用の差額について,管 轄合意違反の損害賠償を請求するかもしれない。

この類型に関連する先例は,Donohuev.ArmcoInc事 件(14)である。この事件で

は,Armco社 にニューヨークで訴えられたDonohue氏 が,当 該提訴は,イ ング

ラン ド裁判所 を指定する管轄合意に違反 していると主張 して,イ ングランドで

訴訟差止命令 を申立てた。イングラジドでは,貴 族院まで上訴 されたが,当 該

申立ては棄却 された。その審理の際Armco社 は,イ ングランド裁判所が訴訟

差止命令の申立てを棄却する条件 として,も しニューヨーク訴訟で,Donohue

氏が,イ ングラン ド訴訟で負わされるであろう以上の責任を負わされたり,イ

ングランド訴訟で被るであろう以上の費用 を被れば,Armco社 は同氏に対 して

管轄合意違反の損害賠償義務 を負 うとい う譲歩を した。貴族院のHobhouse裁

判官は,こ の譲歩に複雑 な問題が包含 されていることを認めつつも,こ れを根

拠あるもの として受け入れた。
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3議 論の進展状況
婁冒、

驚本問題は,か な り前か らコモン ・ロー諸国の判例 ・学説で言及 されることが

あったが,多 少な りとも分析的な議論は,数 年前 にようや く始まった。

郊ングラン ドでは,管 轄合意に反する提訴があった場合,損 害賠償 は～般的

癒救済方法ではなく,通 常の救済方法は,イ ングラン ドに提訴された場合は訴

訟手続の中止であ り,外 国に提訴 された場合には訴訟差止命令である(15)。しか

む,・管轄合意違反の損害賠償を原則 として認めるべ きであると説 く学説がかね

石か らあった(16)。そして,数 年前から,前 述 したとお り,イ ングランドを指定

渉る管轄合意がある事例で,受 訴地での訴訟 に要 した費用を損害 として賠償請

求を認めた り(17),さらには,本 案について受訴地で下された判決 とイングラン

ざド裁判所の判決が命 じるであろう支払額の差額を損害として賠償を認めること

を示唆する判決(18)が出始めている。

カナダでは特 に検討はなされていない ようであるが,オ ース トラリアでは,

この問題に言及する判例が出始めている(19)。

一アメリカ合衆国では,国 際私法 リステイ トメント(第 二版),渉 外関係法 リス

テイ トメント(第三版)⑳ のいずれにも管轄合意違反の損害賠償の記述はない よ

.,-rLで ある。1990年 の判決であるWellsv:EntreComputerCentersInc事 件判決(21)

廼も,第 四巡回区連邦控訴裁判所は,管 轄合意違反の損害賠償請求を認めた先

例 を被告 も裁判所 も知 らない(22)という理由により,損 害賠償請求を棄却 した。

しか し,よ り最近では,損 害賠償を認める判示が出て きている。まず,Om-

ron.HealthcareIncvMacLarenExportsLtd事 件では,イ ングランド裁判所 を指定

する管轄合意に反 してイリノイ州の連邦裁判所に提訴され,イ リノイ州連邦地

方裁判所は管轄 を否定 して訴えを却下 した。控訴され,第 七巡回区連邦控訴裁

判所 は,傍 論で,も し被告が管轄合意違反 に対 して損害賠償 を請求 していたな

ちば,そ れが認 め られ ることを示唆 した(23)。LaboratoryCorpofAmericaIncv.

UpstateTestingLaboratoryInc事 件(24)では,イ リノイ州裁判所を指定する管轄合

意 に反 してニュー ヨーク州に提訴 され,イ リノイ州連邦裁判所 は,Omron

Healthcare判 決を引用 して,管 轄合意違反の損害賠償が認められると説示 した。
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しかし,詳 細な分析はしておらず,賠 償額 も明 らかにしていない。AllendaleMu-

tualInsuranceCov.ExcessInsuranceCoLtd事 件(25)では,イ ングランド裁判所が

アメリカ合衆国裁判所を指定する管轄合意を理由に管轄 を否定 したが,イ ング

ランド訴訟の被告が管轄を争うために要 した訴訟費用のうち,イ ングランド裁

判所が相手方に負担 を命 じた額を越 える残額について,ニ ューヨーク州の連邦

地方裁判所 は,損 害賠償 を認めた(第1類 型の事案)。その際,LaboratoryCorp

ofAmerica判 決 を引用 して,ニ ュー ヨーク法は,管 轄合意違反の損害賠償を認め

ると宣明した。ただ,同 判決で適用 された法理がなぜニューヨーク法上のもの

となるのかの説 明 はない。IndosuezlnternationalFinanceB.V.v.NationalReserve

I事 件(26>では,管 轄合意 に反 してロシアに提訴があった。ニューヨーク州

最高裁判所控訴部(27)は,Allendale判 決 とLaboratoryCorpofAmerica判 決を引用

して管轄合意違反の損害賠償が認められると判示 し,そ れはアメリカで弁護士

費用が各自負担 となる原則に反 しないと説示 した。

このように,最 近では,一 部の国で,損 害賠償 を第1類 型の事案で認めたり,

第2類 型の事案で も認めることを示唆する判例が出始めている(28)。しか し,そ

れ らの数はまだ少な く,肝 心 な事実関係が明 らかにされていなかった り,ど の

ような場合に,ど の程度損害賠償請求が認められるかなどの分析は殆 どされて

いない。体系的な分析が殆 どなされていないのは,学 説 も同 じである(29)。2005

年ハーグ管轄合意条約の起草 に際 しても,管 轄合意違反の損害賠償の問題は議

論 されなかったようである。

他方,ま だ先例はない ものの,ブ ラッセルズ規則(30)が適用 されるEU加 盟国

間では,管 轄合意違反の損害賠償が請求される可能i生が高まっている(31)。なぜ

なら,ヨ ーロッパ司法裁判所は,訴 訟競合 において後訴が提起 された裁判所は,

たとえ自らが専属管轄合意によって指定 されていると考えても,前 訴を差 し止

める命令 を発することがで きず(32),前訴優先の原則(33)に従い,前 訴裁判所が自

らの管轄 を否定するまで訴訟を中止 しなければならない(34)と判示 したので,管

轄合意違反の損害賠償請求が唯一残 された救済策であると考えられる可能性が

あるからである(35}。管轄合意違反の損害賠償が,一 般契約法や不法行為法に根

拠を置 くとすれば,そ れらはEUで の統一があまり進んでいない分野であ り,
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貿一ロッパ司法裁判所 に損害賠償の可否 を判断する管轄があるのか疑問が呈 さ

れる可能性 もある。

本稿では,イ ングラン ドを中心とするコモン ・ロー国でのこれまでの議論や,

関連するEU法 や日本法を素材 として,手 続法的観点,実 質法的観点,比 較法

的観点,国 際私法的観点,国 際民事訴訟(裁 判管轄および外国裁判の承認 ・執行)

法的観点から多面的に体系化を試みる。

4受 訴地で損害賠償請求できるか

培、管轄合意違反の損害賠償は,も し受訴地で請求できれば,受 訴地被告 にとっ

Z,他 の法廷地で請求するよりも便利であるか もしれない。その可否 を第1類

型 第2類 型について検討するに先だって,管 轄合意違反の損害賠償が手続問

題か実体問題か,受 訴地 に管轄合意違反の損害賠償 について国際裁判管轄があ

るかを前提問題 として考察する。

(1>手 続問題か実体問題か

管轄合意の準拠法は,手 続問題 として法廷地法である とする考え方がある。

例えば,管 轄合意が 「契約債務の準拠法に関するローマ条約」の適用対象外 と

なっている(36)のは,手 続問題 と考 え られた ことが理由 として挙 げられてい

る(37)。東京地裁昭和42年10月17日 判決 も(38},管轄合意は訴訟行為的合意で

あ り,そ の成立及び効力の準拠法は,契 約の準拠法ではなく,法 廷地法による

と判示 した。そこで,管 轄合意違反の損害賠償 の可否と要件 も,管 轄合意の効

力の問題であるとして,手 続問題であ り,法 廷地手続法によるという見解があ

りうる。たしかに,管 轄合意の直接の効力,す なわち管轄付与効や排除効は,

裁判所の組織 ・機構に直接関わる問題であることから,手 続問題 として法廷地

法による必要があるであろう。 しか し,管 轄合意に関するその他の問題の中に

は実体問題 として扱 うことができるものもある。例 えば,管 轄合意の成立や有

効性(39)は,外 国法によっても不都合はないので,手 続問題 として扱 う必要はな

い。管轄合意違反の損害賠償の可否 ・要件 も,同 様 に,実 体問題として扱 うこ

とがで き,か つ,そ うすることが法廷地法への安易な依存を避けるために適切
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であると思われる。実体問題 として扱った場合の準拠法の検討は,下 記第11章

で行う。

(2)国 際裁判管轄

受訴地の裁判所が,管 轄合意違反の損害賠償を手続問題であると考えれば,

関連する手続法上の規則が自国にあれば,法 廷地 として,そ れを適用する権限

は当然有する。

これに対 して,受 訴地の裁判所が,管 轄合意違反の損害賠償を実体問題であ

ると考えれば,そ れを審理する国際裁判管轄の有無が問題 となる。請求が反訴

によりなされた場合,も し受訴地の手続法の下で,当 該反訴が本訴との関連性

を理由として許されるならば,当 該反訴 についても,反 訴管轄 として管轄が肯

定される可能性がある。また,本 訴について既に終局判決がなされているなど

の理由で,管 轄合意違反の損害賠償請求が別訴 として提起された場合でも,原

告が本訴 につ き自ら裁判権に服 している以上,本 訴との密接関連性に鑑みて,

管轄が肯定される可能性がある。

Zoller事件で,イ ングランド裁判所は,受 訴地(ニ ューヨーク)の 管轄を争う

被告は,当 該受訴地で管轄合意違反の損害賠償 を請求で きず,そ の請求は合意

管轄地(イ ングランド)で 提起 されなければならない と判示 した{40)。しかし,

受訴地原告が 自ら裁判権 に服 している以上,受 訴地被告は,本 訴 についての管

轄を争 ったこと自体で,自 らの損害賠償訴訟についての管轄の主張を封 じられ

る理由はないように思 われる。

③ 第1類 型

第1類 型の事案では,受 訴地裁判所 は他国を指定する管轄合意を理由として

自らの管轄 を否定 している。 したがって,も し受訴地の訴訟費用規則が管轄合

意違反の提訴であることの参酌を認めるものであれば(41),訴訟費用の分担を決

める際に管轄合意違反が参酌されるかもしれない。では,受 訴地被告にかかっ

た訴訟費用の うち,訴 訟費用規則の下で回復 されない額 を管轄合意違反の損害

であるとして,受 訴地において賠償 を求めることができるだろうか。
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諺受訴地裁判所が管轄合意違反の損害賠償 を手続問題であると考えれば
,法 廷

地法として,受 訴地の手続法が適用される。一定の訴訟行為 によって生 じた損

害について賠償 を認める手続法規則 はあ りうるので(42),管轄合意に違反 した提

訴がなされた場合について も,管 轄合意違反の損害賠償を認める手続法規則は

理論的には観念 しうる。そ して,損 害のうち訴訟費用 についても,通 常の訴訟

費用規則で回復が認められる額を越 える部分 を損害 として賠償 を認める手続法

規則 を観念することは可能である(43)。しかし,実 際は,管 轄合意違反の損害賠

償 という概念 自体が広 く認知されていない現状では,管 轄合意違反の損害賠償

を認める手続法規則が現行法の中に用意されている国は,ほ ぼない と思われる。

これに対 して,受 訴地裁判所が管轄合意違反の損害賠償 を実体問題であると

考えれば,後 述す るように,契 約違反,不 法行為などの請求の根拠に応 じて準

拠法が決まり,準 拠法によっては請求が認められる可能性があると思われる(44)。

'(4)第2類 型

第2類 型の事案 においては,受 訴地裁判所が自らの管轄 を肯定 しているので

あるか ら,管 轄合意違反の損害賠償は原則 として認め られないであろう。しか

し,受 訴地裁判所が,管 轄合意違反を認めつつ も手続的便宜のために自らの管

轄を肯定 した場合には,例 外が認め られる可能性があるのではないだろうか。

例えば,管 轄合意に拘束されない当事者 を含む多数当事者訴訟において,管 轄

合意に反する請求が含 まれているにもかかわらず,矛 盾判断防止や訴訟経済 を

目的に,全 員について管轄を行使 した場合である。また,ク ラスアクション類

似の訴訟手続が用意 されていない他の法廷地では事実上提訴 を断念 しなければ

ならない消費者が多い㈲ ことに鑑みて,被 告事業者との間に他 国を指定する管

轄合意がある消費者 について も管轄 を肯定 した場合などである(46)。そのよう

な場合,管 轄合意当事者間では,受 訴地の訴訟費用規則で負担 を求められた訴

訟費用の額 と,合 意管轄地の訴訟費用規則で負担が求め られたであろう訴訟費

用との差額について(47),管轄合意違反の損害賠償が認め られる可能性があるの

餐はないだろうか。

請求の根拠 としては,管 轄合意違反の損害賠償が手続問題であると考えられ
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れば受訴地の手続法 となるが,管 轄合意違反の損害賠償 を認める手続法規則が

現行法の中に用意されている国は,ほ とんどないと思われる。 これに対 して,

管轄合意違反の損害賠償が実体問題であると考えられれば,後 述するように,

契約違反や不法行為による損害賠償請求の他,不 当利得の返還請求の可能性が

あ り,そ れぞれの準拠法によって,請 求の可否 と程度が決 まる。

オース トラリアの判例であるIncitecLLdv.A:[kimosShippingCorp事 件では,イ

ングラン ド裁判所を指定する管轄合意に反する提訴がオース トラリアであった

が,オ ース トラリア連邦裁判所 は,管 轄合意に拘束されない当事者を含む多数

当事者訴訟を合一確定するために,訴 訟手続を中止 しなかった。 しかし,管 轄

合意違反であることを理由に,訴 訟費用についての弁論 を開 くと判示 した(48)。

これは,通 常の訴訟費用の規則 ・原則の適用において,管 轄合意違反とその結

果 を斜酌 しようとする趣旨であろう。これに対 して,訴 訟費用のうち,通 常の

訴訟費用の規則 ・原則で回復が認められない額を損害 として賠償請求 した と考

えられるものに,CommonwealthBankofAustraliav.White(Natof2004)事 件〔49)

がある。これは,オ ース トラリアにおける第三者引込訴訟(thirdpartyproceed-

]ILgS)において,被 告 によって訴訟に引き込まれた第三者が,被 告 との間のイン

グラン ド裁判所 を指定す る管轄合意の違反を理由として,管 轄合意違反の損害

賠償を求める反訴 を提起 した。当該第三者は,当 該第三者引込訴訟 に勝訴 した

場合にのみ請求権 を有すると考 えていた模様で,敗 訴 した場合に,合 意管轄地

の判決が命 じるであろう支払額 との差額 も損害 となるという主張はしなかった

ので,訴 訟費用のみを損害 とする賠償請求であった。ヴィク トリア州裁判所 は,

第三者 による管轄合意違反の損害賠償は,少 な くとも議論 しうる(arguable)問

題であるとして,反 訴の提起 を適法 とした。

5受 訴地の裁判の承認によるその他の法廷地での

損害賠償請求の遮断

管轄合意違反の損害賠償が,受 訴地以外の法廷地において請求 された場合,

それは受訴地の裁判が承認 されることによって遮断されるか。以下では,受 訴

地裁判所が訴訟費用に関する裁判や本案判決をしたにすぎない場合 と併せて,
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受訴地において も管轄合意違反の損害賠償が請求されて判決がなされた場合を

検討する。

① 第1類 型

受訴地裁判所が管轄合意違反 を理由に自らの管轄を否定 して訴えを却下 した

場合,受 訴地被告が,受 訴地の訴訟費用規則の下で回復 を認められなかった訴

訟費用の額 を損害 として,受 訴地以外 の法廷地において賠償請求すると,そ れ"

は,受 訴地における裁判によって遮断されるだろうか。

受訴地における訴訟費用の裁判は,た とえ承認要件 を備えても,管 轄合意違

反の損害賠償請求を遮断 しない。なぜ なら,後 者は,受 訴地での応訴に要 した

訴訟費用 自体 を損害 とするものではなく(50},その うち,受 訴地の訴訟費用規則

の下で回復が認め られなかった額 を損害 とするものだか らである(51)。

これに対 して,受 訴地で,訴 訟費用規則 に従った訴訟費用の裁判 とは別に,

管轄合意違反の損害賠償が被告によって請求されて裁判された場合には,そ の

裁判が承認要件 を満た していると,他 の法廷地における管轄合意違反の損害賠

償請求は遮断される。承認要件のうち,間 接管轄については,被 告はその請求

の限 りで 自ら受訴地の裁判管轄に服 しているので,肯 定されるであろう。

(2)第2類 型

受訴地裁判所が管轄 を肯定 し,本 案で も受訴地原告が(全 部または一部)勝 訴

した場合,受 訴地被告が,受 訴地で下された本案判決が命 じた支払額 と合意管

轄地の本案判決が命 じたであろう支払額の差額および,受 訴地の訴訟費用規則

の下で負担 を求め られた訴訟費用の額 と合意管轄地の訴訟費用規則の下で負担

を求め られたであろう訴訟費用の額との差額 について,管 轄合意違反の損害賠

償 を請求すると,そ れは,受 訴地 における裁判によって遮断されるだろうか。

賠償請求 される額のうち,受 訴地の訴訟費用規則の下で負担 を求められた訴

訟費用の額 については,第1類 型の事案の場合と同様,遮 断効の問題は生 じな

い。また,合 意管轄地で負担を求められたであろう訴訟費用の額の算定も,受

訴地の訴訟費用に関する裁判によって遮断されない。なぜなら,そ れは,合 意
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管轄地で要 したであろう訴訟費用 を基に算定 されるものであるか ら,そ もそ も

受訴地の訴訟費用規則の下で負担 を求め られた訴訟費用の額とは,異 なる対象

を評価するものであるか らである。

では,受 訴地 と合意管轄地の本案判決が命 じる支払額の差額についての損害

賠償請求が,受 訴地の本案判決を理由として,他 の法廷地において遮断される

か。受訴地での提訴 を管轄合意違反であると見る法廷地 を選んで,管 轄合意違

反の損害賠償訴訟は提起されるであろうか ら,受 訴地は間接管轄を欠 くものと

して(52),受訴地判決は承認要件を満たさないことになる。

これに対 して,ブ ラッセルズ規則が適用 されるEU加 盟国間や,ル ガーノ条

約(53)の締約国間では,管 轄合意に基づ く管轄 も含めて,間 接管轄は原則 として

承認要件 になっていない(54)。したがって,受 訴地 と管轄合意違反の損害賠償訴

訟が提起 される法廷地が ともにEU加 盟国である場合やルガーノ条約の締約国

である場合には,受 訴地裁判所が自らの管轄を肯定 した場合,そ の本案判決は,

ブラッセルズ規則やルガーノ条約上の他の承認要件 を満た していれば,承 認 さ

れることになる。すると,受 訴地判決により,そ れと異なる判断が遮断される。

受訴地 と合意管轄地の本案判決が命 じる支払額の差額 についての損害賠償請求

は,も し同一事件が合意管轄地で提訴されていれば異なる判決がなされていた

であろうとい う想定を前提 としてお り,こ の想定は,受 訴地の本案判決によっ

て遮断されると思われる(55)。これに対 し,こ の想定は,同 一事件の審理をこれ

から実際にや りなおす ものではないので,直 接には遮断されないと考 えられる

可能性 もある。 しか し,た とえそのように考 えられるとして も,同 一事件の再

審理が遮断されることを潜脱するために,管 轄合意違反の損害賠償 という形式

をとったと見 られて,請 求が認められない可能性があろう。これは,受 訴地で

債務不存在確認判決が出された場合 に,合 意管轄地で給付訴訟を提起する代わ

りに,管 轄合意違反の損害賠償訴訟を提起 した場合などに,そ の可能性が高い

であろう。

では,も し,受 訴地で,被 告が,本 案について応訴 した り反訴 を提起 しただ

けでなく,管 轄合意違反の損害賠償 を請求して,そ の点についての判決が下さ

れた場合はどうか。被告はその請求については自ら受訴地の裁判管轄 に服 して

[高橋宏司]管 轄合意違反の損害賠償115

いるので,間 接管轄が肯定され,他 の承認要件を満た していれば,訴 訟物を同

'じくするものとして
,他 の法廷地における管轄合意違反の損害賠償請求は遮断

されるであろう。

③ 手続の濫用法理による遮断

1以上に検討 したように,管 轄合意違反の損害賠償請求は,外 国判決の承認制

慶を通 じては,受 訴地 における裁判によって遮断されない ことが多い。紛争解

決の終局性は,国 際的には,外 国判決の承認 によって担保 されてお り,承 認 さ

施る外国判決によって遮断されない限 り,管 轄合意違反の損害賠償請求は妨げ

られない。

しか し,ど の法廷地が管轄権 を有するかという問題自体が複雑であるのに,

その問題が処理された後 になって,ど こで提訴されるべ きであったかという問

題が,管 轄合意違反の損害賠償訴訟 という形で提起 されるのは,歓 迎するべ き

ではないとも考えられる。そこで,管 轄合意違反の損害賠償請求は,手 続の濫

用(abuseofprocess)の ような例外的な法理 によって,却 下ない し棄却 される

可能性があるか もしれない。例えば,イ ングラン ドでは,司 法の運営 に悪評 を

もたらす行為は手続の濫用 とされ(56),この法理は,外 国判決の承認事案にも適

用されている。例えば,House.ofSpringGardensLtdv.Waite事 件(57)では,ア イル

ラン ドの敗訴被告3人 のうち2人 が,当 該判決は詐取されたものである として,

その取消 しをアイルラン ドで求めたが認められなかった。 もう一人の被告 も,

その取消訴訟の存在 を充分に認識 していたので,詐 取を理由として,イ ングラ

ン ドにおける当該判決の執行を争うのは,手 続の濫用にあたると判示された。

したがって,管 轄合意違反の損害賠償請求が外国判決承認制度によって遮断さ

れない場合であっても,事 案によっては,手 続の濫用 として,訴 えが却下 され

たり,請 求が棄却 されたりする余地があるか もしれない。 しか し,こ の ような

例外的な法理は,ど のような場合に適用 されるのか不明確であ り,管 轄合意違

反の損害賠償請求権のような基本的な権利 を制限する基準 としては不適切であ

るという見解 も表明されている(58)。
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6受 訴地に対する国際礼譲

管轄合意違反の損害賠償請求は,た とえ管轄合意に反する提訴を受けて出さ

れた判決によって遮断されることはない としても,受 訴地に対する国際礼譲の

観点か らは問題にならないだろうか。国際礼譲は,絶 対的な義務でもなく,反

対 に単なる礼儀でもない。 しか し,国 際協調の観点から,外 国に対する敬意 を

表することを表す複雑な概念である。その曖昧さから,許 容される行為の明確

な線引 きはで きない。 したがって,管 轄合意違反の損害賠償を認めることが国

際礼譲に反するかどうかの明確な結論は出せない(59)。しか し,事 案ごとに,そ

の問題の大小を検討することはできる。そ して,国 際裁判管轄の有無お よび行

使の判断や,賠 償 を認める損害額の決定㈹ などにあたって裁判所が裁量権 を有

していれば,国 際礼譲に反する可能性の大きさを考慮 しつつ,裁 量権が行使 さ

れることになろう。さらに,準 拠法の適用結果が国際礼譲に反する可能性が大

きければ,法 廷地の公序則違反 とされてく61),当該準拠法の適用が排除 されるこ

ともあ りうる。

(1)第1類 型

受訴地裁判所が管轄合意違反を理由に管轄 を否定 して訴えを却下 した後,受

訴地被告が,受 訴地において要 した訴訟費用のうち回復が認め られなかった額

について,管 轄合意違反の損害であるとして,他 の法廷地において賠償請求 し

た場合,そ の請求が認容 されると,受 訴地裁判所の認めなかった額の回復を認

めたという点で,受 訴地裁判所に対する国際礼譲の問題が生 じる(62)。そもそも,

訴訟費用規則によっては,訴 訟費用の分担 を決定するにあたって,当 事者の訴

訟行為の客観的 ・主観的態様 を参酌することを認めているか もしれないが,そ

れを行 うのにより適 した立場にあるのは受訴地の裁判所である(63)。しかし,そ

うは言っても,第1類 型の事案では,提 訴が管轄合意違反であったという点は,

受訴地裁判所 も認めているので,管 轄合意違反の損害賠償 を認めても国際礼譲

に反する可能性は大 きくない。

Zoller判決でイングラン ド裁判所 は,訴 訟費用 に関する規則や慣例 は法廷地

31s:
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により異な り,そ れぞれに政策的理由があるので,損 害賠償 を認めることは国

際礼譲に反するという考え方があることは認めたが,結 論的には,国 際礼譲に

反 しない と判断 した。その際,自 らが反対の立場に立 った状況を想定 した。す

なわち,外 国を指定する管轄合意 に反 してイングランドで提訴 され,イ ングラ

ンド裁判所が管轄を否定 して,訴 訟費用の一部 を原告 に負担 させたが ,そ の後,

被告が,合 意管轄地で提訴 し,イ ングランドでの訴訟費用のうち,回 復が認め

られなかった部分 について損害賠償が認め られた という状況である。イングラ

ン ド裁判所は,そ のような状況が起 きて も,イ ングランドおよびその裁判所 は

何 ら懸念 を持たないと述べ,管 轄合意違反によって生 じた訴訟費用について損

害賠償を認めることが,柔 軟な概念である国際礼譲に反するとは考 えられない

と説示 した(鋤。

これは,受 訴地 と損害賠償訴訟の提訴地が ともにEU加 盟国である場合 も同

じであろう。ヨーロッパ司法裁判所は,前 述 したとお り,訴 訟競合において後

訴が提起された裁判所は,た とえ自らが専属管轄合意によって指定 されている

と考えて も,前 訴 を差 し止める命令 を発することがで きず(65),前 訴優先の原

則(66)に従い,前 訴裁判所が自らの管轄を否定するまで訴訟を中止 しなければな

らない(67)と判示 した。ヨーロッパ司法裁判所のこうした判例 の根拠 となって

いるのは,共 通の管轄規則適用についての加盟国裁判所間の相互信頼の尊重と

い う建前であるが,前 訴裁判所の管轄判断 と訴訟費用裁判を待ってか ら,回 復

を認められなかった訴訟費用の額について管轄合意違反の損害賠償 を認めるこ

とは,共 通の管轄規則適用についての加盟国裁判所 問の相互信頼 を損ねること

にはな らない と思われる。

(2)第2類 型 ・

第1類 型 と異な り,第2類 型の事案では,受 訴地裁判所は自らの管轄を肯定

しているので,そ の分,他 の法廷地の裁判所が管轄合意違反の損害賠償を認め

ることは,国 際礼譲の問題が より大きい。

そもそも,同 一の訴訟行為について,異 なる法廷地で異なる評価が なされる

こと自体は,国 際訴訟競合において頻繁に生 じうることであ り,国 際礼譲の問
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題はそれほど大 きくないと思われる。例 えば,わ が国には,外 国での訴訟行為

を不法行為とす る損害賠償請求に関 して,国 際礼譲が問題になった事件がある。

この事件では,カ リフォルニア州の港 に碇泊中のパナマ法人の所有する船舶に

対 し,カ リフォルニア州法人が仮差押 を申立てたことが不法行為を構成すると

して,パ ナマ法入がわが国でその損害賠償 を求めた(68)。被告 カリフォルニア州

法人は,カ リフォルニア州において 「いまだ右決定が理由な しとして取消 され

ておらず,そ の本案訴訟が係属中であ り,違 法な仮差押申請であった旨を窺わ

せる公的判断が出されていないような状況下では,か かる決定の適法性,違 法

性 をわが国の裁判所が判断することは,国 際民事訴訟法上礼譲 として差控 える

べ きである」 と主張 した。本件では,訴 訟競合などを理由としてわが国の訴え

が却下されたために,こ の主張に対する裁判所の見解は示 されなかった。ただ,

当該仮差押申請の違法性について,た とえわが国裁判所がカリフォルニア州裁

判所 と異なる判断をした として も,そ れ自体 としては,国 際礼譲の問題 は大 き

くないと思われる。このような重複審理の場合と比較 して,第2類 型の事案で

の管轄合意違反の損害賠償は,受 訴地の裁判 を事実上覆す効果があるので,国

際礼譲に反する可能性が大 きい。例 えば,受 訴地で50,000ユ ーロの支払いを命

ず る判決が出されて執行 された ところ,そ の他の法廷地において,合 意管轄地

では請求が棄却 されていたであろうとの想定の下で,50,000ユ ーロの損害賠償

判決が出されれば,そ れは,単 なる受訴地 との判断の相違にとどまらず,受 訴

地の判決 を事実上覆す効果を有する。

外 国の判決を覆す効果 とい う点について,比 較の上で興味深いのは,対 抗立

法(blockingstatutes)に おいて認め られている外 国の本案判決を覆す損害賠償

である(69)。例 えば,連 合王国には 「1980年通商利益保護法」(ProtectionofTrad-

ixtgInterestsAct)があ り,実 損害の数倍の賠償を認める外国判決の連合王国での

承認拒絶 を定めている(第5条)だ けでな く,連 合王国で提訴をや り返すこと

によって,填 補賠償 を越える賠償部分 を取戻すことを認める(第6条)。 この規

定は事実上アメリカの判決 をターゲッ トにしてお り,ア メリカ政府は,こ の規

定は国際法 と国際礼譲 に反する という見解 を連合王国政府 に対 して示 してい

る(70)。わが国で も,近 年,「 アメリカ合衆国の1916年 の反不当廉売法に基づ き
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受けた利益の返還義務等に関する特別措置法」 という対抗立法が存在 した⑳ 。

本法は,ア メリカの 「1916年 の反不当廉売法」に基づ く外国裁判所の確定判決

によって利益を受け,そ のために本邦法人等に損失 を及ぼ した者は,そ の受け

::利益に利息を付 して返還 しなければならない と規定 していた(3条1項)。 さ

墜に,ア メリカの1916年 法に基づ く裁判手続の準備及び追行のための代理人へ

の報酬の支払その他の損失が本邦法人等 にあったときは,受 益者はその賠償の

責めにも任ずると規定 していた(3条2項)。 しか し,こ の法律 は非常 に例外的

な状況下の時限立法である。すなわち,ア メリカの 「1916年 反不当廉売法」を

め ぐってWTO協 定違反が認定されたにもかかわらず,ア メリカがなかなか当

該法律を廃止 しなかった中,米 国アイオワ州連邦地方裁判所 において,同 法に

基づいて,我 が国の法人に約40億 円の損害賠償を命 じる判決が下されたという

経緯があった(72)。そのような例外的な事情がない状況で,単 なる管轄合意の違

反を理由として,外 国判決を覆す効果を有する損害賠償 を認めることは,国 際

礼譲に反する可能性が大きい と言えよう。

7訴 訟差止命令との比較

.国際礼 譲 の 観 点 か ら もう一 つ 興 味 深 い の は訴 訟 差 止 命 令(anti-suit

ijunctian)(73)との比較である。管轄がないと考えられる外国で提訴があった場

合,一 般に,シ ビル ・ロー諸国は,当 該外国に管轄判断を委ね,も し管轄 を肯

定して本案判決が出されれば,そ の判決の承認 ・執行 を拒否することにより対

処する。これに対 して,コ モ ン ・ロー諸国では,承 認 ・執行の拒否に加 えて,

寒定の条件下で,外 国訴訟の提訴前 または係属中に,そ の訴訟の差止命令 を発

する場合がある(74>。特 に,自 国を指定する管轄合意 に反する提訴であると考え

られる場合には,訴 訟差止命令の申立てを原則 として認める㈲ 。訴訟差止命令

については,主 にシビル ・ロー諸国か ら,国 際礼譲の観点から疑義が表明され

てきた。 しかし,イ ングランド裁判所は,そ れは外国裁判所ではなく当事者に

対する命令であるので,国 際礼譲の問題は生 じないという立場 を採ってきた(76)。

そ こで,管 轄合意違反の損害賠償 についても同 じ論理が用いられる可能性があ

る㈱ 。すなわち,管 轄合意違反の損害賠償 を認めるということは,受 訴地裁判
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所の判断を批判するものではな く,提 訴 した当事者の行為を問題とするものに

す ぎない(78)という論理である。たしかに,損 害賠償請求は,受 訴地の判断がそ

の適用すべ き法の下では正 しいということを認めて も,妨 げられるわけではな

いので,受 訴地裁判所の判断の誤 りを批判するものではない(79)。また,管 轄合

意違反の損害賠償は,訴 訟差止命令 と異なり,問 接的にも受訴地の訴訟過程 自

体に介入 しない。そうい う意味では,国 際礼譲に反する可能性は比較的小 さい

と言える。HornLimeGmbH&Go.vPanamericanaFormasElmpresosS .A.,AceSe-

gurosS.A:事 件判決では,訴 訟差止命令が外 国裁判管轄権への不当な介入であ

るとみなされうることとの対比で,損 害賠償は理想的な解決策であると説示さ

れた(80)。しか し,他 方,損 害賠償請求は,当 事者の提訴行為のみによっては発

生せず,受 訴地裁判所の判断を事実上覆す という効果がある。受訴地の訴訟過

程 自体 には介入せずに,判 決が出されるのを待ってか ら,そ の判決を覆すとい

うのは,国 際礼譲に反する可能性が より大 きいという見方 もできなくはない。

では,国 際礼譲の問題を離れて,実 効性の点では,ど のような比較ができる

だろうか。訴訟差止命令が提訴の前や訴訟係属中に出されるのに対 して,管 轄

合意違反の損害賠償は,原 則 として,受 訴地で管轄や本案についての判断がさ

れた後 に認められる可能性があるものであ り,救 済は遅れる。救済の遅れは,

特に弱小企業や自然人にとっては救済の否定 に等 しい意味 をもつことがあるの

で,こ の意味では,訴 訟差止命令の方が実効性が大 きいと言えよう(81)。

他方,管 轄合意に拘束されない当事者を含む多数当事者訴訟の場合には,訴

訟差止命令は,矛 盾判断防止や訴訟経済の要請 を実現するため,発 することは

できなくとも,損 害賠償は,管 轄合意当事者の合意管轄 にこめられた利益 をあ

る程 度(82)実現す るこ とが で きる。例 えば,Donahuev.Armco事 件 では(83),

ニューヨーク訴訟は,管 轄合意に拘束されない当事者を含む多数当事者訴訟で

あ り,訴 訟差止命令 は発せ られなかった。 しか し,管 轄合意の当事者間ではイ

ングランド訴訟において損害賠償 をする義務があることが確認された。

さらに,訴 訟差止命令は,被 申立人がそれに従わない限 り実効性がないので,

損害賠償の方が実効的であるという見方 もある(84)。たしかに,訴 訟差止命令は,

人的命令(inpersonamorder)で あ り,従 わない場合には,裁 判所侮辱罪に問わ
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灘,・拘禁や制裁金の制裁がありうるが,そ れによって,直 接に訴訟差止の目的

ヵ漣 成されるわけではない。損害賠償判決 も,そ の敗訴当事者が従わなければ,

その資産に執行で きない限 りは実効性がないが,執 行が奏功すれば損害賠償判

決で認め られた金額は回収できる。 したがって,そ のような見方にも一理な く

はない。 しか し,損 害賠償によって訴訟差止命令 と同じ効果を達成することが

餐 きる訳ではないのであるから,強 制力の違いを以て,そ のまま実効性の違い

とすることはで きないであろう。
'このように

,管 轄合意違反の損害賠償が,訴 訟差止命令 と異なる効果を達成

する実効性 を持つ ことに着 目して,訴 訟差止命令 を発する要件 として,判 決承

認の拒否の他,管 轄合意違反の損害賠償で充分 に救済できないか検討すべ きで

あると論 じるものもある。例 えば,イ ングランド裁判所が適用する原則 と類似

の原則にもとついて,受 訴地裁判所が訴訟手続 を中止 しない決定をすれば,そ

れは被告 を困惑させ抑圧する(vexatiousoroppressive)訴 訟であるとは言えない

ので,訴 訟差止命令は差 し控 えるべ きであると主張 し,た とえ訴訟差止命令が

発せ られな くとも,当 該裁判所の判決は承認 ・執行 されない(85)だけでなく,損

害賠償請求も妨げられないので,不 都合は大 きくないとする(86>。

8損 害額の算定の困難

イングラン ドの判例には,イ ングラン ドを指定する管轄合意に反 して外国で

提訴 された場合の救済方法 として,外 国訴訟の差止命令 と比べて,管 轄合意違

反の損害賠償が実効性に欠けることを指摘 し,そ の理由に,国 際礼譲の問題 と

ともに,損 害の算定の困難さを挙げるものがある(87)。次にこの後者の点を検討

する。

一第1類 型の事案の場合 には
,損 害額は,受 訴地の訴訟費用規則の下で回復が

認められなかった訴訟費用の額であ り,そ の算定は比較的容易である。これに

対 し,第2類 型の事案の場合には,損 害額の算定には困難がある(88)。なぜなら,

受訴地における損害がいつ現実化 したかの確定に困難があることお よび,合 意

管轄地の裁判所の判断の推測に困難があるか らである(ss)。しか し,損 害額の算

定が困難であること自体は,損 害賠償 を認めない理由にはならない(go)。
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受訴地における損害をどの段階で認定するかについて,前 述したアメリカの

1916年 反不当廉売法 に対抗 してECが 作成 した理事会規則(91)の下では,ア メリ

カ訴訟が開始すると,た だちに損害賠償訴訟 を提起できる(92}。これに対 して,

わが国の「アメリカ合衆国の1916年 の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還

義務等に関する特別措置法」では,米 国での判決で 日本の企業が敗訴 をして賠

償金を実際に支払い,損 害額が確定 した後 に初めて損害回復の訴えを提起で き

るもの と解 されていた㈱ 。この点につ き,衆 議院経済産業委員会で,政 府参考

人は,ア メリカで敗訴 して もいないのに敗訴 しているという前提で,敗 訴の金

額も固まっていないのに訴えの金額に対 して損害賠償 を認めるということは,

法的安定性あ るいは実際 の訴訟のプ ロセスか ら考 えて無理がある と答弁 し

た(94)。したがって,管 轄合意違反の場合に損害が現実化するのは,受 訴地訴訟

が給付訴訟である場合 には,受 訴地判決が被告財産に対 して執行 または仮執行

された時など,受 訴地の判決 に被告が従わざるをえなくなった時である。これ

に対 して,受 訴地訴訟が債務不存在確認訴訟である場合は,受 訴地訴訟の被告

が債務の履行 を求める請求 を反訴 として提起 した場合 も含めて,被 告全面勝訴

以外の判決が出され,そ の判決が合意管轄地で承認要件 を満た した時に㈱,損

害が現実化する。 しか し,受 訴地判決の執行が仮執行にすぎない場合や,受 訴

地判決が確定前 に承認 されるときには,上 訴の帰趨に依存するので,損 害の現

実化には不確定要素が残 るという難点がある。損害が確定的に現実化する以前

に管轄合意違反の損害賠償が請求されれば,訴 訟手続が中止 された り,訴 えの

利益 を欠 くなどという理由で却下される可能性があるであろう。

受訴地の本案判決が支払 を命ずる額 と合意管轄地の本案判決が支払を命ずる

額 との差額 を損害 として賠償請求する場合,合 意管轄地の本案判決が先行 して

出ていれば,損 害額の算定 は比較的容易である。ただ,こ の場合 も,合 意管轄

地の判決が確定する前には,上 級審の判断が異なる可能性があるので,不 確定

要素が残 る。これに対 し,合 意管轄地の本案判決が出ていなければ,そ れを想

定 しなければならず,困 難はより大きい。この困難は,損 害賠償訴 訟の提訴が

合意管轄地以外の法廷地でなされればより大 きいであろう。この点,合 意管轄

地の審理の想定にあたっては,審 理を全てや り直す必要はなく,受 訴地の裁判
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所 と合意管轄地の裁判所 とで異なる結論を導 くような要素(例 えば,証 拠法,準

拠法選択規則,法 廷地の絶対的強行法規,公 序など)が あったかを決めることで審

理を簡略化できるとの見解がある㈱。例 えば,合 意管轄地 と受訴地 とで証拠法

が同 じである場合は,事 実認定については同 じであると想定することがで きる

との見解が示 されている(97)。受訴地判決の事実認定は,承 認要件 を満たさなく

とも,証 拠 としての採用は可能性があるのではないだろうか。

9損 害軽減義務,損 害賠償請求権の放棄

損害の算定 をさらに複雑化 させ るものに,損 害軽減義務,損 害賠償請求権の

放棄の問題がある。

損害軽減義務 とは,英 米契約法の下で,契 約違反の相手方が負 う義務で,合

理的な行為 によって,損 失 を最小 にとどめる義務のことを言い,軽 減 し療かっ

た損失について賠償請求権が否定される(98)。日本法の下でも,請 求者 に過失が

あれば,過 失相殺によって,賠 償額が減額 される(99)。

まず,管 轄合意違反があるにもかかわらず ,他 の法廷地で訴訟差止命令 を申

立てなかった場合,損 害軽減義務に反 したことになるか。他の法廷地で訴訟差

止命令 を申立てることによ り,受 訴地の裁判所で管轄を争 う訴訟費用を節約で

きる事案 は多 くないであろう{100)。Zo皿er事件判決 も,被 告 が受訴 地であ る

亭泣一 ヨーク裁判所において管轄 を争うべ きではなかったと原告が主張するの

は,説 得力がないと説示 した(101)。したがって,訴 訟差止命令 を申立 てなかっ

たことが損害軽減義務の違反となる場合は稀であろう。

被告が管轄合意違反の提訴 を受けたと考える場合,も し受訴地裁判所の管轄

が職権調査事項になっていれば,被 告は管轄を争 う必要はな く,管 轄を争えば

かえって訴訟費用がかかるので損害軽減義務に反すると考えられるかもしれな

膨。 しか し,現 実には,被 告が積極的に事実上または法律上の主張をして管轄

を争 うことにより,管 轄否定の判断を得る可能性が高 まるであろうか ら,損 害

軽減義務 の違反 にはならないと思われる。

受訴地裁判所が自らの管轄 を肯定 した場合,そ の後,受 訴地被告が本案につ

き弁論 しなければ,弁 論 した場合よりも不利な内容の本案判決を受けることに
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なるか もしれないので,損 害軽減義務の違背 となると考えられるかもしれな

い(102)。しか し,管 轄合意違反の損害賠償訴訟が提起 された法廷地か ら見て管

轄合意で指定されていない受訴地 において応訴義務があるとするのは矛盾があ

るので,や はり損害軽減義務の違背はないと考えるべ きであろう(103)。

受訴地で損害賠償請求がで きたのに,そ れを怠って他の法廷地で損害賠償請

求 した場合,損 害軽減義務違反 となりうるとい う見解がある(104)。受訴地での

請求が認められる可能性 と程度,そ してその予測可能性によ り,個 別に判断す

べ きことになろう。例 えば,第2類 型の事案の場合 には,前 述 した とおり,受

訴地裁判所は管轄を肯定 しているので,管 轄合意違反の損害賠償 は,原 則 とし

て認められないであろう。そして,受 訴地での請求が認められる可能性や程度

が低いにもかかわらず,無 理 に受訴地で請求すると,そ の判決が承認 され,他

の法廷地での請求が遮断されて しまうおそれがあることは前述 したとお りであ

る。 したがって,受 訴地で損害賠償請求を怠 ったことを損害軽減義務違反とす

るのには慎重であるべ きであろう。

以上から,損 害軽減義務の違反が認め られる可能性は高 くないであろう。他

方,損 害賠償請求権の放棄 については,受 訴地被告が受訴地の管轄 を争いなが

ら本案につき弁論 した場合 には認め られない。これに対 して,管 轄 を争わずに

本案の弁論 をした場合には,応 訴管轄が発生 し,管 轄合意違反の損害賠償請求

権 を放棄 したとみなされる可能性がある。但 し,管 轄を争っても管轄が肯定 さ

れることが予め明 らかであった場合には,例 外 とされるべ きであろう。

10請 求の根拠

管轄がないと考えられる外国での提訴は,管 轄合意違反の場合に限らず,少

なくはない。 しか し,当 該外国での提訴や判決によって被 った損害について,

全ての場合 に賠償が認められるわけではな く,何 らかの請求の根拠がなければ

ならない。これは,受 訴地において請求がなされる場合 にも同じである。

管轄合意違反の損害賠償訴訟が提起された法廷地において,も し,そ れが手

続問題であると考 えられれば,法 廷地の手続法規則に請求の根拠が見いだされ

なければな らないが,管 轄合意違反の損害賠償を認める手続法規則が現行法の
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中に用意 されている国は,ほ ぼないと思われる。これに対 して,実 体問題であ

ると考えられれば,以 下のような請求の根拠が考 えられ,そ れぞれについて後

述 するように準拠法が決まり,そ の準拠法により請求の可否が判断されること

になる。

q)契 約違反

コモン ・ロー諸国で管轄合意違反の損害賠償を認める議論は,一 般に契約違

反が請求の根拠 となることを前提 としている(105)。管轄合意を売買契約などの

実体契約 と同列 に扱うと,外 国訴訟の被告が,管 轄合意が守 られていれば被 ら

ないはずの損害 を被れば,契 約違反があ り,損 害が生 じた以上 ,損 害賠償請求

を認めるのが,コ モン ・ロー諸国の契約法の一般原則に合致する(106)。コモン ・

ロ ー 諸 国 の 法 で は,契 約 違 反 の 救 済 方 法 と して,特 定 履 行(specific

,performance)(107)が裁量に委ね られる救済であるのに対 し,損 害賠償は権利 とし

て認め られているからである。そ して,コ モン ・ロー諸国では,契 約違反は,

通常,無 過失責任 であるからである(108)。したがって,た とえ管轄合意が無効

、または非専属的であると判断 して提訴 し,か つ受訴地裁判所によって同 じ判断

が得 られて も(}09),管轄合意違反の損害賠償訴訟の法廷地で同合意が有効かつ

専属的であると判断されれば(110>,無過失責任原則の下では,損 害賠償責任 を

負わされることになる(111)。

損害賠償の範囲は,契 約違反の場合,期 待利益(expectationinterest),す なわ

ち 契約が履行 されたならば債権者が得たであろう利益 を保護す る。管轄合意

の違反があった場合に期待利益 を保護するには,合 意管轄地で提訴 されていれ

ば実現 していたであろう権利義務関係 との違いを解消する必要がある。すると,

受訴地の訴訟費用規則の下で負担を求められた訴訟費用額 と合意管轄地の訴訟

費用規則の下で負担 を求められていたであろう訴訟費用額の差額および,受 訴

地と合意管轄地の本案判決が命 じる支払額の差額が損害 とな り,回 復が認めら

れることになる(112)。

これに対 して,わ が国においては,「訴訟当事者に契約関係類似の訴訟法律 関

係が発生 し,こ れが当事者の行為義務の根拠となって,そ の違反が損害賠償義
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務へ とつながる…… との議論 は見 られない」 と言われている(113)。この記述は,

管轄合意違反の場合 を想定 していないようであるが,実 際,管 轄合意違反を契

約違反 として損害賠償を認める議論 はこれまでなかったように思われる。また,

コモン ・ロー諸国で も,伝 統的には,前 述 したとお り,管 轄合意の違反は他の

契約条項の違反 と異なる扱いを判例法上受けてきた。すなわち,損 害賠償は第

一次的な救済方法ではな く
,通 常の救済方法は,自 国が受訴地 となった場合 に

は訴訟手続の中止であ り,外 国に提訴された場合には訴訟差止命令であった。

その理由 として,あ る判例 は,国 際礼譲の問題 と損害算定の困難 を挙げてい

る(114)。この二つの理由の当否 については既に検討 したが,損 害算定が困難で

あること自体によって損害賠償請求権が否定されるわけではないように,い ず

れ も契約法固有の理由ではない。では,他 に,契 約違反の損害賠償 を否定すべ

き理由は何かあるだろうか。

まず,管 轄合意は実体契約 と異なり,裁 判所がそれを尊重する唯一の方法は,

管轄 を肯定 した り,否 定 した り,あ るいは他国の訴訟を差止めることであると

する見解がある(115)。わが国で も,管 轄合意のように,訴 訟手続や訴訟追行 の

方法などに関 してなされる当事者間の契約は,訴 訟契約 と呼ばれることがあ り,

他 に,仲 裁合意s準 拠法合意,訴 え取下げの合意,不 起訴の合意,不 執行の合

意,自 白契約や証拠方法制限契約などが挙げられる。そして,わ が国の現行法

上,訴 え取下げの合意や不起訴の合意の違反に対 しては,当 然に訴えが終了す

るか,ま たは履行強制ができると考 えられているが,損 害賠償の可能性 は論 じ

られていない ようである。 しかし,そ の理由は,そ れらの違反が一国内で問題

になるにす ぎないか ぎり,損 害賠償請求の契機があまりないからではないだろ

うか(116)。というのは,こ れ らの契約の違反に対処する裁判所 と,損 害賠償請

求を判断する裁判所は,同 一法廷地の裁判所 として同じ基準(手 続法および実体

準拠法)で違反の有無 を判断するので,第2類 型の事案の場合のように判断に齪

飴が生 じることはあまりない。第1類 型の事案の場合と同じく,こ れ らの契約

違反に対応するために要 した訴訟費用 についての損害賠償は,理 論的には問題

とな りうるが,一 般 に,国 際的な管轄合意違反の事件に比べて高額にならない

であろう。国内裁判管轄合意の違反 も同じ理由で,損 害賠償請求の契機があま
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りない。すると,損 害賠償 を認める議論が これまでなかったということは,損

害賠償 を認める必要性がある事案が起 きれば,そ れを認めない理由にはならな

い。これは,管 轄合意違反の損害賠償 を手続問題 と考えて法廷地手続法による

としても同 じである。

さらに,前 述 したとお り,管 轄合意違反の損害賠償 は,裁 判所の組織 ・機構

に直接関わる問題ではないことから外 国法によっても不都合はないので,手 続

問題 として扱 う必要はな く,実 体契約違反 として,準 拠法が認めるならば損害

賠償 を認めるべ きであろう。管轄合意違反を実体契約違反 と同視することには,

政策的な理由も挙げることがで きる。管轄合意は,合 意管轄地での訴訟費用お

よびその負担に関する規則 を考慮 した上で結ばれたか もしれず(117),さ らには,

本案判決の予想の上で結ばれたか もしれない。 このように,契 約交渉の一部 を

構成 している以上,他 の契約条項 と同じく,違 反 に対 して損害賠償 を認める必

要性がある。また,賢 明な契約作成者ならば,一 歩進んで,管 轄合意の損害賠

償 を明示 に合意するか もしれない(118)。管轄合意 に付随 して合意 されることも

ありうるし,別 契約 として合意 されることもあ りうる。また,損 害賠償の範囲

について も,訴 訟費用だけでなく,本 案判決の命 じる支払額の差額についてま

で明示 に合意 される可能性がある。た しかに法理論的には,明 示の損害賠償合

意の効力も否定することはできるが,実 務感覚 としては納得 されにくいであろ

う。

契約法理上,管 轄合意違反の損害賠償の障害 となりうるのは過失責任主義で

ある。シビル ・ロー諸国の法は,契 約違反の責任 について原則 として過失責任

主義をとり(119),日本法の下で も,伝 統的に通説 ・判例 は,民 法の基本原理か

ら(120),契約違反 を過失責任 と解 している。 したがって,管 轄合意違反 を契約

違反として損害賠償請求するには,故 意・過失の立証が必要となる(121)。管轄合

意に反 していることを認識 しつつ,あ るいは不注意で認識せずに提訴すると故

意 ・過失が認定 されることになる。確かに,受 訴地裁判所 も管轄合意違反を認

めた場合(第1類 型の事案),故 意 ・過失が認定できる事案 もあるだろう。これ

に対 し,第2類 型の事案の場合は,受 訴地裁判所は自らの管轄 を肯定 している

ので,提 訴時において,管 轄合意 に反 していることを不注意で認識 していな
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かったと認定するのはより困難であろう。 しか し,合 意管轄地を初めほとんど

の法廷地で有効性 と専属性が明 らかに肯定 されるような管轄合意に反して提訴

した場合 には,過 失が認め られる可能性があるか もしれない。 さらに,管 轄合

意の効力 を認めない法廷地をわざと選んで提訴 したような場合には,故 意まで

認められる可能性があるか もしれない。ただ,い ずれにせ よ,管 轄合意の有効

性 と専属性を合意管轄地が認める場合 には,合 意管轄地で提訴する義務がある

とすることが前提 とな り,こ の前提には疑問も呈されよう。

(2)不 法行為

(i)請 求の可否

提訴 または訴訟追行 についての損害賠償責任の根拠は,日 本法上は不法行為

とす るのが一般である(122)。そして,回 復 される損害 には,弁 護士費用 も含 ま

れる(123)。では,管 轄合意に反する提訴 についても,不 法行為を請求の根拠 と

することがで きるだろうか。

本来,提 訴は,た とえ管轄のない法廷地におけるものであっても,正 当な訴

訟行為である。提訴一般について,わ が国の最高裁 も,「法的紛争の当事者が当

該紛争の終局的解決 を裁判所 に求めうることは,法 治国家の根幹にかかわる重

要な事柄であるか ら,裁 判 を受ける権利 は最大限尊重されなければならず,不

法行為の成否を判断するにあたっては,い やしくも裁判制度の利用を不当に制

限する結果 とならないよう慎重な配慮が必要 とされる」 と判示 した(124)。その

上で,「訴えの提起が違法な行為 といえるのは,提 訴者が主張 した権利又は法律

関係が事実的,法 律的根拠を欠 くものである上,提 訴者がそのことを知 りなが

ら又 は通常人であれば容易にそのことを知 り得たといえるのにあえて訴えを提

起 したなど,訴 えの提起が裁判制度の趣旨目的に照 らして著 しく相当性 を欠 く

と認められるときに限られるものと解される」と不法行為の成立を限定 した。

例示 されている 「提訴者が主張 した権利又は法律関係が事実的,法 律 的根拠

を欠 くものである」場合は本案についての事実的 ・法律的根拠 を念頭に置いて

いると思われるので,管 轄合意違反の提訴はこれに当たらない。管轄合意違反

の提訴は,訴 訟要件に関すること,お よび渉外的な性質の問題であることに鑑
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み,お そらく本判決の射程外であると思われる。 しか し,も し,こ の判例法理

が類推適用 されるとすると,管 轄合意違反の提訴が 「裁判制度の趣旨目的に照

らして著 しく相当性 を欠 くと認められる」場合には,不 法行為が成立すること

になる。客観的違法性 については,管 轄のない法廷地に提訴するだけでは不法

行為とならない ところ,管 轄合意に違反 しているということ自体で充分である

のか,そ れともそれ以上に違法性 を加重する事由が必要なのかが明 らかでない。

すなわち,管 轄合意違反の損害賠償訴訟が提起された法廷地から見て,受 訴地

での提訴が管轄合意違反であるということで充分であるのかという問題である。

合意管轄地で訴 えられる権利 という管轄合意 にこめられた権利の侵害 を重視 し

て,充 分であるという見解 も成 り立つであろうが,充 分でないとすれば,ど の

ような事情が提訴の違法性を加重するのか明らかでない。主観的要件 について

は,過 失責任主義の下での契約違反 と同じ議論がなされうる。すなわち,第1

類型の事案の場合は,受 訴地裁判所 も管轄合意違反 を認めているので,管 轄合

意違反の認識 または認識可能性があるとして,故 意 または過失 を認定で きる事

案があるだろう。これに対 し,第2類 型の事案の場合は,受 訴地裁判所は自ら

の管轄を肯定 しているので,主 観的要件の充足を認めるのはより困難であろう。

じか し,合 意管轄地 を初めほとんどの法廷地で有効性 と専属性が明 らかに肯定

されるような管轄合意 に反 して提訴 した場合 には,過 失が認められる可能性が

あるかもしれない。 さらに,管 轄合意の効力 を認めない法廷地をわざと選んで

提訴 したような場合には,故 意 まで認定できる可能性があるかもしれない。た

だ,い ずれにせよ,管 轄合意の有効性 と専属性を合意管轄地が認める場合には,

合意管轄地で提訴する義務があるとすることが前提 となり,こ の前提 には疑問

も呈されよう。

コモ ン ・ロー諸国の不法行為法は,日 本法のように一般規定があるわけでは

なく,複 数の個別範躊 に分かれている。アメリカの不法行為 リステイ トメント

(第二版)(125)の第674条 は,民 事訴訟の原告は,も っともな根拠無 く,請 求の適

切な審理以外 を主な目的 として提訴 した場合,被 告勝訴で審理が終われば,「不

正な民事訴訟の利用」(wrongfuluse.ofcivilprocee(sings)の 責任 を負 うと規定す

る。この要件は本案 について根拠がない提訴を念頭 に置いてお り,管 轄合意違
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反の提訴はこれにあたらない。そ して,類 推適用 は,コ モン ・ロー諸国の個別

範疇 に分かれている不法行為要件については,日 本法の一般法理 としての不法

行為要件よ りも困難であろう。

イングラン ドの貴族院は,Gregoryv.PortsmouthCityCouncil事 件(126)で,ア メ

リカと異な り,イ ングランドでは,弁 護士費用 について敗訴者負担が一般的に

認められているために不法行為請求を認める必要性が少ないことを理由に,イ

ングラン ド法上の悪意訴追(nialicibusproseeutian)の 不法行為は,刑 事訴訟か,

手続 の濫用(abuseoflegalprocess)と される特別の類型の民事訴訟 に限 られる

ことを確認 した。例 えば,悪 意の破産申立て,悪 意の執行手続開始,悪 意の船

舶掌捕 などであ り,管 轄合意違反の提訴をこれに含める判例はまだない。ただ,

貴族院は,原 告を敗訴させて訴訟費用 を負担 させるだけでは救済 として不足す

る事案があ りうることは認めて,民 事訴訟の提起 を不法行為 とすることが正当

化 される事案が将来生 じうるという含みを残 した。Zoller事件判決では,同 事

案が悪意訴追の事案 に類似 していることが指摘 された。そこで,管 轄合意に反

する提訴についても,悪 意訴追の不法行為請求をイングランド法上で認めるこ

とが正当化 されるのではないか との学説 もある(ユ27>。

最近のイングランド判例であるHornLime事 件(128)判決は,受 訴地判決の命 じ

る支払額 と合意管轄地であったイングランドで命ぜ られたであろう支払額との

差額 について,契 約違反 を引きお こす不法行為(tortofprocuring.abreachofcon-

tract)の 損害 として賠償が認められるかを傍論で触れ,法 的に困難があるか も

しれないことは認めつつも,他 国の管轄権侵害が問題にな りがちな訴訟差止命

令 よりも,理 想的な解決策のように思われると説示 した。イングランド法の下

で,契 約違反 を引 きおこす不法行為は,悪 意訴追の不法行為とは別類型で,tort

ofinducementofbreachofcontract(契 約違反を誘引する不法行為)やtortofinter-

ferencewithcontractualrelations(契 約関係に介入する不法行為)と も呼ばれる。契

約の第三者が,故 意に,契 約当事者の一方に契約違反をさせた り(procure),

誘引 し(induce),そ れに合理的な正当性や理由がなければ,不 法行為となるの

である(129)。このように,契 約違反 を引 きおこす不法行為が,三 当事者関係 を

対象 にしていることが,HornLime判 決が法的困難に言及 している主な理由で
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あろうと思われる。

英法圏の学説には,故 意の契約違反が,さ らに別類型の不法行為である不法

な介入の不法行為(tortofunlawfulinterference)と なると主張するものがある。

ζれは,不 法な手段 によって故意に他を害するという,未 発展の類型の不法行

為であり(130),判例の大勢 はこの考 えに反対である(131)。したがって,管 轄合意

違反の提訴がこの類型の不法行為 とされる可能性は低い と思われる。

(ii)請 求できる損害賠償の範囲

日本法の下では,最 高裁平成5年3月24日 大法廷判決によると,「不法行為

に基づ く損害賠償制度は,… …不法行為がなかったときの状態に回復 させるこ

とを目的とする,ものである」。「不法行為がなかったときの状態」 とは,管 轄合

意違反の提訴がなかった ときの状態であろうが,紛 争解決が求め られるに至っ

ている状況 に鑑み,単 に管轄合意違反の提訴がなかっただけではな く,合 意管

轄坤で提訴 されていたときの状態 と考えることができよう。そ して,損 害賠償

の範囲については,不 法行為の場合 には特別の規定はないが,債 務不履行の場

合(132)に準 じて相当因果関係 によるのが通説 ・判例(133)である。

一コモン ・ロー諸国の法の下でも,不 法行為の損害賠償 は,契 約違反の損害賠

償 と同 じく,期 待利益の保護を目的とし,合 意管轄地で提訴 されていれば実現

していたであろう権利義務関係を回復す るものである と考 える説がある(134)。

他方,不 法行為の損害賠償 は,信 頼利益 の保護 を目的とし,管 轄合意 に信頼を

置いていなければ被っていなかったであろう損害を回復するものであると考え

る説(135)もあ り,す ると賠償額は契約違反の場合 よりも限定的になる。す なわ

ち,合 意管轄地での訴訟の準備費用,訴 訟差止命令 を申立てる費用,お よび受

訴地での管轄を争うのに要 した訴訟費用 は(136),管轄合意がなければ出費 して

いなかったであろうから賠償が認められる。 しか し,た とえ管轄合意が なくと

も,受 訴地での提訴はなされていたであろうか ら,受 訴地の本案判決の命 じる

給付額は信頼利益の保護のためには賠償が認め られないことになる。

,③ 不 当利 得

.次 に,損 害 賠 償 で は な く,不 当 利 得 の 返 還(restitution)請 求 に よ っ て 同 一 目
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的を達成できるか検討する。

日本法の下では,契 約違反や不法行為 と異なり,損 失に対応 して相手方に利

得が発生 していることと,そ の利得が不当に得 られたもの,す なわち法律上の

原因な く得 られた ことが要件になるが(137),損失 の発生についての相手方の故

意 ・過失の要件 はない。

第1類 型の事案の場合,受 訴地裁判所が管轄合意違反 を認めて管轄を否定 し

ているので,両 当事者 とも,損 をすることはあっても,利 得 を得ていることは

ない。 したがって,不 当利得 の返還請求によって,受 訴地の訴訟費用規則の下

で回復が認め られなかった額の返還を求めることはできないであろう。

これに対 して,受 訴地裁判所が管轄を肯定 し判決 を出 した場合(第2類 型の事

案)に は,そ れが受訴地原告 にとって合意地で得 られる判決 よりも有利であれ

ば,被 告の損失 と対応する利得が生 じる。では,こ の利得は,不 当に得 られた

ものと考えられるであろうか。この点に関 し,前 述 したわが国の 「アメリカ合

衆国の1916年 の反不 当廉売法に基づ き受けた利益の返還義務等に関す る特別

措置法」の下での請求は,WTOル ールに違反するアメリカの法令の適用によっ

て得 られる判決が,わ が国民法703・704条 の不当利得 に該当すると考えられる

ことが根拠になっている(138)。WTOル ールというアメリカ自身が受諾 した規則

に反する法律の適用によって得 られる利益 は,不 当に得 られたと見ることがで

きるかもしれない。しか し,受 訴地裁判所が適用すべ き準拠法を正 しく適用 し

てな した本案判決によって得た利益 を不当に得 られた利益 と見るのは,よ り困

難ではないだろうか。ただ,利 得が不当に得 られたかどうかの判断基準は,受

訴地裁判所の判断ではないとする考 え方 もあ りえよう。

イングラン ドでは,シ ビル ・ロー諸国と異なり,法 律上の原因がない ことの

みでは,利 得の不当性が肯定 されず,錯 誤や強制などの積極的な返還根拠が必

要 とされる(139)。そ して,そ れ ら個別の返還根拠 は,近 年 まで不当利得返還請

求が独立の範疇の請求原 因として認め られず(140),個別の例外事例 として扱わ

れてきたことを反映 して,徐kに,帰 納的に認め られて きている(141)。これま

で,コ モン ・ロー諸国では,管 轄合意違反 によって得 られた利得 を不当利得 と

する返還の可否は論 じられていない ようである。イングランド法上,そ れが認
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められるためには,積 極的な返還根拠が管轄合意違反 により認められる必要が

あるであろう。また,不 当利得のうち,侵 害利得に関しては,契 約違反 による

利得については,原 則 として返還請求できず(142),不法行為 についても,物 権侵

害 を除 く一般不法行為については,原 則 として返還請求で きない(143)。した

がって,管 轄合意違反による利得の返還請求が認め られる可能性 は高 くないか

もしれない。

11準 拠 法

管轄合意違反の損害賠償が請求 される法廷地において,そ れが手続問題であ

ると考 えられれば,「手続 は法廷地法による」との原則に従い,当 該法廷地の手

続法が適用されることになる。 これに対 して,管 轄合意違反の損害賠償が請求

される法廷地 において,そ れが実体問題であると考えられれば,請 求が認め ら

れるかは,請 求の根拠に応 じた準拠法 によって決まる。

.r準拠法は
,具 体的には,管 轄合意違反の損害賠償訴訟が提起 された国の準拠

.法選択規則によって決まるが,以 下では,わ が国やコモン ・ロー諸国が法廷地

になった場合 を例 として検討する。そ して,原 告は,自 己の選択 によ り,契 約

準拠法上の債務不履行に基づ く損害賠償,不 法行為の準拠法上の不法行為 に基

づ く損害賠償,不 当利得の準拠法上の不当利得 に基づ く返還のうち有利な もの

(あるいはすべて)を請求で きる(144)と考える立場(準拠法指定並立説)に立って,請

求の根拠に応 じて準拠法 を検討する。これに対 して,契 約関係にある当事者間

には,特 殊的結合関係があると考えて,一 括 して契約準拠法 に連結する立場(附

従連結説)も あ り,そ の立場 に立つ とT契 約違反の準拠法のみが問題とな り,

その準拠実質法上の請求権競合の規律 に従 うことになる。

(1)契 約違反

コモン ・ロー諸国で管轄合意違反の損害賠償を認める議論は,前 述 した とお

り',一般に,契 約違反 を請求の根拠 としている。実体契約違反の損害賠償の準

拠法は当該契約の準拠法であるから,管 轄合意違反の損害賠償の準拠法 も当該

管轄合意の準拠法となる。そ して,コ モ ン ・ロー諸国では,管 轄合意の準拠法
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は合意管轄地法 と一致するという前提で,管 轄合意違反の損害賠償請求の準拠

法は合意管轄地法であると考え られる傾向にある(145)。これまでのイングラン

ド判例では,合 意管轄地 として損害賠償請求を検討 しているので,事 実上,合

意管轄地法は法廷地法と一致 してきた(146)。

わが国で,管 轄合意違反 を実体契約の違反 として扱うとす ると,管 轄合意の

準拠法は,合 意管轄地法 とする説の他 に,主 契約の準拠法 とする説や,合 意管

轄地の国際私法による説(147),管 轄合意自体 に当事者自治 を認めつつ,明 示の

指定がないほ とんどの場合 につ き,黙 示の指定や最密接関係地法 として多 くの

場合 に合意管轄地法 を導 く説などがあ りえよう(148)。

(2)不 法行為

わが国には,外 国訴訟の提起を不法行為 とする損害賠償が請求され,そ の準

拠法が問題 となった事件がある(149)。管轄合意違反の事件ではない し,そ もそ

も管轄が争われた事件でもないが,外 国での訴訟行為について損害賠償が請求

されたという点で,管 轄合意違反の損害賠償請求 との間に共通点が見いだせる。

この事件では,米 国法人が米国で十分防禦 を尽さずに安易に和解をして,そ の

結果を転嫁するために日本法人に対 して米国で求償訴訟 を追行 して当該日本法

人を敗訴 させたことを以て不法行為として,日 本法人が米国法人に対 して損害

賠償請求 を提起 した。 日本法人は,訴 訟法上不当な行為があったかどうかは国

際民事訴訟法の理想像を想定 してそれによって決めるべ きであり,不 法行為の

準拠法が適用 される余地はないと主張 した。 しかし,大 阪高裁は,こ の主張 を

受け入れず,「 たとえ訴訟 に関するものであるとしても」,不 法行為の成否の判

断にあたってはその準拠法を定めなければならないと判示 した。したがって,

この論理によれば,管 轄合意違反の提訴についても,不 法行為の成否の判断に

あたっては,そ の準拠法を定めなければならないことになる。

同事件において,大 阪高裁は,当 時の準拠法選択規則である法例11条 により,

その連結点たる不法行為地 を行動地,す なわち米国訴訟の提起地であると判断

した(150)。これに対 し,現 行法である 「法の適用に関する通則法」の下では,

第一次的な連結点は,結 果発生地である(ユ7条 本文)(151)。まず,受 訴地の裁判
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所が管轄 を否定 した場合で,受 訴地の訴訟費用規則の下で回復が認められな

漁った費用の回復が請求されている場合(第1類 型の事案)に は,結 果発生地は

受訴地ということになるだろう。 これに対 して,受 訴地の裁判所が管轄 を肯定

,じた場合で,訴 訟費用および本案について,受 訴地 と合意管轄地の裁判の差額

が損害 として賠償請求 されている場合(第2類 型の事案),結 果発生地は,同 じく

受訴地であると考えることもで きれば,合 意管轄地において審理される利益が

損なわれたという点で合意管轄地であると考 えることもで きよう。いずれにし

雪も,「法の適用 に関する通則法」では,当 事者間の契約に基づ く義務 に違反 し

て不法行為が行われたこと等に照 らして,明 らかにより密接な関係がある地が

あるときは,当 該他の地の法 によることになっている(20条)。 したがって,提

訴の際に管轄合意に従 うことが 「当事者間の契約に基づ く義務」であると考え

机ば,当 該事案の事実関係次第では,合 意管轄地法が明 らかにより密接 な関係

奮ある地の法 となることがあると思われる。但 し,「法の適用に関する通則法」

の下では,外 国法が準拠法となる場合で も,不 法行為の成立および効果につい

憲日本法が累積適用 されるので(22条1項 および2項),準 拠外国法および日本

法の双方が,当 該事件での管轄合意違反 を不法行為 とし,か つ損害賠償 という

救済方法を認めていないかぎりは,請 求が認め られないことになる。

鋸Uの 「契約外債務の準拠法に関する規則」(152)の下で も,管 轄合意違反の提訴

蜜以て不法行為としてその準拠法を決定する場合には,法 廷地法の累積適用が

認められていないことを除 き,「法の適用 に関する通則法」の下での上記の処理

蔭基本的に同 じになると思われる(153}。

コモ ン ・ロー諸国の判例で,管 轄合意違反の提訴を不法行為 としてその準拠

法を検討 した ものはない ようである。不法行為の準拠法は,判 例法の下で も,

イングラン ドの制定法(154)の下でも,原 則 として,不 法行為地法であるが,隔 地

的不法行為の場合の不法行為地は,判 例法では,不 法行為の実質が起こった地

である と解 されてお り(155),イングランドの制定法上 も当該不法行為の最 も重

要な要素が発生 した地である(11条2項c号)。 このような意味での不法行為地

麟,管 轄合意違反の提訴の場合,不 法行為者の行為地である受訴地となるか,

保護法益があると考えられる合意管轄地となるかは明 らかでない(156)。しか し,
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いずれにして も,不 法行為の諸要素に鑑み,不 法行為の特定の問題 について,

判例法上は,他 の国が より実質的な関係 を有する場合(157),イ ングランドの制

定法上は,他 の法が準拠法 となることが より適切である場合には(12条),そ の

限 りで,一 般原則の適用は除外 され,そ の他の法が準拠法 となる。 したがって,

合意管轄地法が準拠法になる可能性がある(158)。

(3)不 当利得

前述 したとお り,不 当利得 の返還請求がなされる可能性があるのは,受 訴地

原告に利得が生 じることになる第2類 型の事案の場合である。

「法の適用 に関する通則法」の もとでは,準 拠法は,原 則は,原 因事実発生地

法 となる(14条)。 受訴地における提訴が原因事実であるので,こ れは受訴地法

になると思われる。 しか し,当 事者間の契約に関連 して不当利得が生 じたこと

などに照らしてs明 らかにより密接な関係がある他の地があるときは,当 該他

の地の法による(15条)の で,当 該事案の事実関係次第では,合 意管轄地法が

準拠法 となる可能性がある。不法行為 を請求の根拠 とする場合 と異なり,日 本

法の累積適用 はない。

コモ ン ・ロー諸国の判例で,管 轄合意違反の提訴について不当利得返還請求

がなされ,そ の準拠法を検討 したものはないようである。コモ ン ・ロー諸国で

は,不 当利得の準拠法は返還義務が最 も密接 に関係する法であるが,請 求が契

約から生 じる場合は,契 約準拠法が不当利得の準拠法になるとの説(159)に広い

支持がある。すると,管 轄合意違反から生 じる不当利得返還請求は,管 轄合意

の準拠法によることになるであろう(160)。

学説の多 くは,侵 害利得 に関する不当利得返還請求は,侵 害態様が不法行為

である場合 は不法行為 として,契 約違反である場合は契約として性質決定され

るべ きであるとしている(ユ61)。しか し,イ ングラン ドの控訴院は,ArabMone-

taryB皿dv:Hashim事 件判決で,ArabMonetaryFund基 金がその代表者であった

Hashim氏 に対 して提起 した忠実義務違反にもとつ く不当利得返還請求につい

て,不 当利得 として性質決定することを示唆 した(162)。このように,侵 害利得

についての不当利得返還請求も不当利得 として性質決定されるのならば,不 当
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利得返還請求の準拠法 は,請 求に最 も密接 な関係 を有する法が準拠法 とな

る(163)。管轄合意違反から生 じる不当利得返還請求の場合 ,管 轄合意の準拠法

は,密 接関連性の判断にとって重要な要素となるであろう(圃。

EUの 「契約外債務の準拠法に関する規則」(165)の第10条 によれば,契 約や不

法行為 などから生 じる関係 についての不当利得返還請求は,そ の関係の準拠法

によることとなっている。 したがって,管 轄合意違反から生 じる不当利得返還

請求は,管 轄合意の準拠法 によることになるかもしれない。

12管 轄合意違反の損害賠償訴訟の管轄

これまでのコモン ・ロー諸国の判例は,合 意管轄地において,管 轄合意違反

の損害賠償請求が問題 とされてきた。 しか し,合 意管轄地に管轄合意違反の損

害賠償請求の国際裁判管轄を認める根拠や,そ の他の法廷地に管轄があるかに

ついての議論はほとんどなされていない。管轄の有無 は,具 体的には,管 轄合

意違反の損害賠償訴訟が提起される法廷地の管轄規則 によって決まる問題であ

る。 しか し,一 般的には,既 に検討 した受訴地以外に,例 えば,以 下に検討す

るように,被 告の住所地などの普通裁判籍所在地や,合 意管轄地,さ らに,請

求の根拠 に応 じて,義 務履行地 ・不法行為地などに管轄が認め られる可能性が

ある。 このうち実体法上の請求の根拠に応 じて認め られる義務履行地 ・不法行

為地管轄などは,こ れらの法廷地において,管 轄合意違反の損害賠償が手続問

題であると考えられるならば,否 定 されるであろう。

q)普 通裁判籍所在地

被告の住所地や主たる事務所又は営業所の所在地など各法廷地で普通裁判籍

として認め られている管轄地(ユ66)において,請 求の根拠の如何 を問わず ,管 轄

合意の損害賠償の管轄が認め られる。

これに対 して,原 告の普通裁判籍所在地には,国 際裁判管轄の一般法理では,

管轄が認め られない。この点,わ が国の 「アメリカ合衆国の1916年 の反不当廉

売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法」に基づ く損害賠償

の訴え(2条2項)は,原 告の普通裁判籍所在地の裁判所 に管轄 を認めていた
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(5条)。 原告 を日本法にもとついて設立された法人その他の団体又は日本の国

籍を有する者に限定 していたことと併せて,日 本人 ・日本企業の保護 という立

法趣 旨を徹底するためであったと考 えられる。これに対 して,管 轄合意違反の

損害賠償は,そ の原告を日本人 ・日本企業に限る政策的理由がないので,原 告

の普通裁判籍所在地に管轄 を認める必要性はない。

(2)応 訴管轄 ・合意管轄

管轄合意違反の損害賠償訴訟がどの法廷地で提起 されようが,そ の被告が要

件 を満たす応訴 をすれば,応 訴管轄が認められることになる。具体的な応訴の

要件 は,各 法廷地によって異なる(167)。

また,管 轄合意違反の損害賠償 についての管轄合意があれば,そ の合意管轄

地に管轄が認められることになろう。 しか し,本 訴 について管轄合意をした上

で,そ の違反 に備 えてさらに管轄合意をすることは,現 実には通常考えられな

いo

では,本 訴 についての管轄合意が,本 訴についての債務履行請求や債務不存

在確認請求などの実体的請求のみならず,管 轄合意違反の損害賠償請求 も射程

に入れているか。これは管轄合意の準拠法の下での解釈問題であるが,管 轄合

意違反の損害賠償についての議論の蓄積が乏しいことに鑑みれば,手 がか りに

なる判例や法令はないであろう(168)。特段の事情のないかぎりは,管 轄合意違

反の損害賠償 は,本 訴についての管轄合意の射程外であると解すべ きと思われ

る。というのは,管 轄合意違反の損害賠償請求が問題 となるのは,そ の管轄合

意が専属管轄合意の場合であ り,も し,そ れが当該管轄合意の射程内であると

解 されれば,他 の法廷地の管轄は排除 されることになって しまう。 しか し,受

訴地や被告 の普通裁判籍所在地の管轄を排除する理由に乏 しく,ま た,政 策的

にも,損 害賠償判決をただちに執行で きる法廷地の管轄を排除 して しまわない

ことが管轄合意違反の被害者保護 に資するか らである。

(3)契 約義務履行地管轄

管轄合意違反の損害賠償が契約違反を根拠に請求される場合,ブ ラッセルズ
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規則のように(5条1項),契 約債務の履行地 に管轄 を認める規定を根拠 として

管轄が認め られるか。わが国で も,特 段の事 情がないかぎり,契 約債務の履行

地に国際裁判管轄が認め られる(169)。

まず,管 轄合意違反が,そ の管轄規則上,「契約」違反であるとみなされなけ

ればならない。次いで,義 務履行地の特定が必要 となるが ,管 轄合意違反の損

害賠償義務 自体の履行地は,明 文で規定 されていることはまずなく,確 定が容

易でない。そもそ も義務履行地に管轄を認める主な趣 旨は,当 事者の予測可能

性の確保 にある。 したがって,管 轄合意違反の損害賠償義務 自体の履行地 に管

轄を認める合理性 はない。

では,損 害賠償義務を生み出 した本来の義務の履行地に管轄を認めるべ きか。

管轄合意は,提 訴義務 自体を当事者に負わせるわけではないので,本 来の義務

はない とも考 えられる。 しかし,提 訴する場合には合意で指定 された法廷地で

提訴するという義務を本来の義務であるとす ると,合 意管轄地が義務履行地 と

なる。そ もそも義務履行地に管轄を認める趣旨は,当 事者の予測可能性の確保

と併せて,同 地 において証拠が所在する可能性が高いことにある。この点,合

意管轄地に管轄合意違反の証拠があるわけではない。当事者の予測可能性 とい

う点については,管 轄合意が一方当事者の主たる営業所所在地を指定 している

が,主 たる営業所の所在地に争いがある場合など,ど の法廷地を指 しているか

罪義的でない場合には,認 められない。 しか し,多 くの場合は,管 轄合意が指

定している法廷地の特定 自体は争いがなく,管 轄合意違反の損害賠償訴訟が合

意 管轄地で提起 され うる点について当事者の予測可能性 を肯定できるので,合

意管轄地に義務履行地管轄 を認めてもよいのではないだろうか。

・(4)不 法行為地管轄

呪管轄合意違反の損害賠償が不法行為を根拠に請求され
る場合,不 法行為地 に

管轄を認めるブラッセルズ規則の5条3項 のような規定を根拠 として管轄が認

められるか。ヨーロッパ司法裁判所の判例 により,不 法行為地が,加 害行為地

と結果発生地 に分かれる事案の場合,ブ ラッセルズ規則では双方 に管轄が認め

ちれる(170)。わが国で も,通 説や判例 によると,特 段の事情のないかぎり,行 為



140国 際私法年報 第9号(2007)

地 と結果発生地の双方に国際裁判管轄が認められる(171)。

管轄合意違反の提訴が不法行為であると主張される場合,不 法行為地は受訴

地であるのか,あ るいは提訴 されなかった合意管轄地なのか。管轄合意違反の

提訴についての事件ではないものの,訴 訟行為が不法行為であるとされて,不

法行為地管轄が問題 となった事件に東京地裁昭和59年2月15日 判決がある。

この事件では,カ リフォルニア州サクラメン ト港での被告による原告所有船舶

に対する仮差押執行の申立てが不法行為であるとして,わ が国で損害賠償が請

求された。東京地裁は,不 法行為地管轄の不法行為地には,加 害行為地および

結果発生地が含まれるとした上で,本 件では,加 害行為地としての不法行為地

は仮差押執行の申立てが行なわれたカリフォルニアであると判示 した。また,

本件不法行為 による結果は,差 押の執行により本件船舶が拘束され運航で きな

かったことであるとして,結 果発生地 としての不法行為地もカリフォルニアで

あると判示 した。そ して,わ が国に営業所 を有する原告が主張する傭船契約解

除による傭船料喪失や,仮 差押執行解除の保証金調達のために本件船舶を東京

で売却 したことは,二 次的,派 生的に生 じた結果にすぎないとして,わ が国は

不法行為地ではないと判示 した。まず,仮 差押執行の申立て地 を加害行為地と

した判 旨か らすると,管 轄合意違反の提訴が不法行為であると主張される場合

には,受 訴地が加害行為地 となると考 えられる。では,ど こが結果発生地と考

えられるか。まず,受 訴地の裁判所が管轄を否定 した場合で,受 訴地の訴訟費

用規則の下で回復が認められなかった費用の回復が請求されている場合(第1

類型の事案)に は,結 果発生地は受訴地 ということになるだろう。これに対 して,

受訴地の裁判所が管轄 を肯定 した場合で,合 意管轄地 との間の訴訟費用 と本案

判決の命ずる支払額 についての差額が損害 として賠償請求 されている場合(第

2類 型の事案),結 果発生地は同 じく受訴地であると考えることもで きれば,合

意管轄地において審理される利益が損なわれ,こ れは二次的 ・派生的に生 じた

結果ではないか ら,結 果発生地は合意管轄地であると考えることもで きよう。

⑤ 不当利得返還請求の管轄

では,管 轄合意違反によって受訴地原告に生じた利得について,不 当利得返
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還請求がなされた場合,ど の ような管轄原因により管轄が認められるか。

わが国には,不 当利得返還請求 に固有の土地管轄原因が民事訴訟法に規定 さ

れていないため,国 際裁判管轄についても,固 有の管轄原因はない と解 される。

不当利得返還請求の国際裁判管轄が問題 になった東京高裁平成12年12月20日

判決(172)も,被 告の普通裁判籍 を根拠 に原則 として管轄を肯定 しつつ
,管 轄 を

否定すべ き特段の事情があると判示 した。

ブラッセルズ規則の下では,そ の第2条 は,請 求原因にかかわらず,被 告が

住所を有する加盟国の裁判所 に管轄を認めるので,不 当利得返還請求について

も同様である。より困難な問題は,そ のほかの加盟国裁判所 も管轄 を有するか

であるが,ブ ラッセルズ規則は不当利得返還請求一般 についての裁判管轄規定

を置いていない。 しかし,ヨ ーロッパ司法裁判所は,ブ ラッセルズ条約の下で,

被告の 「責任」を追及する訴訟のうち,「契約に関する」問題についての裁判管

轄を定めた第5条1項 の適用のない全ての訴訟が 「不法行為 に関する」問題 に

ついての裁判管轄を定めた第5条3項 に包摂 されると判示 した(173>
。ブラッセ

ルズ規則の下でも,基 本的な規定内容は変わっていないので
,同 様 に解 される。

不当利得返還請求が侵害利得 についてなされる場合(174),契 約違反から生 じる

請求は,第5条1項 に服 して,当 該違反 に係る債務の履行地が管轄 を有 し
,不

法行為から生 じる請求は,第5条3項 に服 して,不 法行為地が管轄を有すると

いう解釈が提唱されている(175)。管轄合意違反の提訴の場合 に
,こ の解釈 によ

ると,第5条1項 によって,合 意管轄地に管轄が認め られることになるのでは

ないだろうか。

⑥ 管轄を有する法廷地の併存

以上の ように,管 轄合意違反の損害賠償は,被 告の住所地などの普通裁判籍

所在地,被 告が応訴 した法廷地,合 意管轄地,受 訴地に認め られる可能性があ

る。管轄合意が どの法廷地を指定 しているかについて見解の相違があ りえるの

で,合 意管轄地 として管轄を肯定する法廷地は一つであるとはか ぎらない。 ま

た,被 告の住所 ・営業所の所在地についても見解の相違があ りえるので
,被 告

の普通裁判籍所在地 として管轄を肯定する法廷地も一つであるとはか ぎらない
。
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管轄 を有する法廷地が併存すれば,相 手方が資産を有 している国において損

害賠償 を請求することが容易 になる。 これは,次 に検討するように,管 轄合意

違反の損害賠償判決が他国で承認 ・執行 されるとは限 らないことに鑑みれば,

受訴地被告にとっては意味がある。他方,管 轄 を有する法廷地が併存すると,

相手方が別の法廷地 において,管 轄合意違反の損害賠償債務の不存在確認訴訟

を提起する可能性 も否定できない。管轄合意違反の損害賠償が終局的な紛争解

決を遅らせる効果があることに鑑みれば,こ のように管轄合意違反の損害賠償

訴訟が競合すれば,一 層,終 局性確保が困難になる。各法廷地の国際訴訟競合

規則にしたがって処理 されることになろうが,不 便宜法廷地(ノorumnoncon-

veniens)法 理のあるコモ ン ・ロー諸国や,「特段の事情」の枠組みがあるわが

国では,そ れ らの分析枠組みを活用 して,損 害賠償判決の執行の難易,訴 訟競

合の場合の競合訴訟の先行度などを参酌すべ きであろう。そして,損 害額の算

定のために,合 意管轄地における裁判を想定 しなければならない場合には(第

2類 型の事案),そ れを最 も適切 になしうるのは合意管轄地の裁判所 自身である

ので,多 くの場合,合 意管轄地が最 も適切な法廷地であると考えられるであろ

う。

13損 害賠償を認める判決の他国における

執行可能性

管轄合意違反の損害賠償訴訟を提起 した法廷地において,相 手方の資産が充

分に所在 していなかった り,損 害賠償を認める判決が出るまでに相手方が資産

を散逸 ・処分 して しまった場合には,判 決の他国での執行 を求める必要性が生

じる。

まず第2類 型の事案の場合,管 轄合意違反の損害賠償判決は,受 訴地の判決

を覆す ものであるか ら,受 訴地では矛盾判決として承認要件を満たさないであ

ろう。ちなみに,前 述 したわが国の 「アメリカ合衆国の19ユ6年 の反不当廉売法

に基づ き受けた利益の返還義務等に関する特別措置法」の下でアメリカ判決 を

覆すわが国の損害賠償判決はアメリカでは執行 されないであろうと考えられて

いた(176)。その他の法廷地では,間 接管轄が承認・執行の一要件 となっている場

o

[高橋宏司]管 轄合意違反の損害賠償143

合には,ま ず,受 訴地 と損害賠償を認めた法廷地のいずれの間接管轄が認めら

れるかによる。これは,当 該管轄合意の有効性 と専属性についての承認国の判

断に依存するところが大 きい。 しか し,い ずれの間接管轄 も認められないこと

もあ りうるし,損 害賠償判決を出 した裁判所 の管轄が,被 告の普通裁判籍など,

管轄合意以外 に基づ くことがあ りうるため,双 方の間接管轄が認め られること

もあるだろう。後者の場合には,矛 盾する外国判決のうち,先 に出された方を

承認 ・執行する規則(177)を有する国では,損 害賠償判決の方が後で出されるので ,

承認 ・執行される可能性が低いであろう。また,管 轄合意違反の損害賠償 を認

めない法 をもつ法廷地では,損 害賠償を認める判決は,他 国の判決を覆す効果

を有するために国際礼譲に反するとして,公 序違反を理由に,承 認が拒否 され

るか もしれない(178)。ちなみに,連 合王国の 「1980年通商利益保護法」の下で

外国判決の数倍額賠償分 を損害であるとして賠償を命ずる判決を出す ことがで

きるが,そ の判決 も,原 則 として他国で承認 される可能性が低いという見方が

あり(179),その理由は,政 策を共通 にしない国における公序違反性であろら。

この点,わ が国の特別措置法の下でアメリカ判決を覆す損害賠償が認め られる

と,同 じ目的で 「ユ916年米国反不当廉売法の適用やそれに基づ く訴訟の影響か

ら保護するための理事会規則」(180)を制定 したEU諸 国では,執 行されうるであ

ろうとの見解がわが国の国会では表明された(181)。

では,第1類 型の事案の場合はどうか。承認 ・執行国か ら見 て,損 害賠償判

決国の間接管轄があると判断 されると仮定する。損害賠償判決が,受 訴地で認

められた訴訟費用を越える回復を認める点 については,第2類 型の事案の場合

ど異な り,受 訴地の判決を覆すわけではないのでそれ自体は公序違反 とならな

いであろう。 しか し,承 認 ・執行が受訴地で求められる場合には,矛 盾判決 と

して,承 認 ・執行拒否される可能性がある。

14コ モ ン ・ロ ー と シ ビ ル ・ロ ー の 違 い

以上に見た とお り,管 轄合意違反の損害賠償 を認める議論には,コ モ ン・ロー

諸国の法的土壌が大 きく作用 している。 この点について,日 本 を含むシビル ・

ロー諸国 との違いをまとめると,以 下の ようになる。
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まず,コ モン ・ロー諸国では管轄合意を実体契約 と異なる特別の性質を持っ

た合意であると見 る傾向が稀薄である。 したがって,実 体契約の違反と同 じく

扱 って,損 害賠償を素直に肯定する議論 の流れになりやすい。この点,シ ビル・

ロー諸国では,管 轄合意 を実体契約とは異なる性格の手続法上の合意として見

る傾向が比較的強いのではないだろうか。例 えば,管 轄合意が 「契約債務の準

拠法に関するローマ条約」の適用対象外 となっている(X条2項d号)の は,手

続問題 とする見方 を反映 した ものである(182)。管轄合意違反の損害賠償が手続

問題とされると,法 廷地手続法が適用されることになるが,管 轄合意違反の損

害賠償を認める手続法規則が現行法の中に用意されている国は,ほ ぼない と思

われる。

次に,一 般に,コ モ ン ・ロー諸国の契約法では,契 約違反の責任 は無過失責

任であるのに対 して,シ ビル ・ロー諸国の契約法では過失責任であるので,単

に管轄合意に違反 しただけでは足 りず,故 意 ・過失がなければ責任 を問えない。

特に受訴地で管轄が肯定された第2類 型の事案において,提 訴の際の どのよう

な主観的事情 を以て故意 ・過失 と認定するかは困難 な問題であ り,容 易に充足

される要件ではないとも考えられるので,契 約違反を請求原因とする管轄合意

違反の損害賠償 は認め られに くくなる㈱ 。

さらに,コ モン ・ロー諸国では,自 国を指定する管轄合意 に反する提訴があ

れば,訴 訟差止命令 を発する権 限があるので,訴 訟差止命令 との比較上,国 際

礼譲の問題が特に大 きくないと判断され,同 様の実効性 または訴訟差止命令 を

補完する実効i生があると考 えられれば,管 轄合意違反の損害賠償を認める方向

に議論が進みやすい。これに対 して,わ が国を含めて多 くのシビル ・ロー諸国

では,訴 訟差止命令 を発 しない。その分だけ,シ ビル ・ロー諸国において,管

轄合意違反の損害賠償の有用性はより高い という見方 もで きる(184)。しか し,

コモン ・ロー諸国のように訴訟差止命令 との比較により議論されないため,国

際礼譲に反する可能性が強調されて,管 轄合意違反の損害賠償を認めるハー ド

ルは高 くなるのではないかと思われる(185)。管轄合意違反の損害賠償を認める

コモ ン ・ロー国の法が準拠法になる場合 にも,そ の適用結果が国際礼譲に反す

る とされて,公 序違反 を理由に,当 該準拠法の適用が排除されることもあるか
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もしれない。

ぐこれらの事情 により
,わ が国を含むシビル ・ロー諸国では,そ の法制度およ

び訴訟 において,管 轄合意違反の損害賠償は,コ モ ン ・ロー諸国に比べて認め

られに くいように思われる。先に検討 した とお り,管 轄合意違反の損害賠償 は,

合意管轄地において提訴 され,合 意管轄地法が準拠法 となる可能性が高い。 し

たがって,管 轄合意が指定 しているのがコモ ン ・ロー諸国かシビル ・ロー諸国

かによって,管 轄合意違反の損害賠償の可否が分かれる傾向が出る可能性があ

る。そして,も し,コ モン ・ロー諸国で管轄合意違反の損害賠償が認め られて

い くことになれば,自 国に関わ りのある国際訴訟 を能動的 ・主体的に規律 しよ

うとする傾向がシビル ・ロー諸国よりも一層強まることになる。

15結 び

本稿では,管 轄合意違反の損害賠償の事案 を二つに類型化 して,手 続法的観

点,実 質法的観点,比 較法的観点,国 際私法的観点,国 際民事訴訟(裁 判管轄

および外国裁判の承認 執行)法的観点から多面的に体系化 を試みた。未だ議論 の

少ない段階での試論であり,今 後の分析の一つのたたき台になれば幸いである。

本文で繰 り返 し述べたように,管 轄合意違反の損害賠償 を手続問題であると

すると,管 轄合意違反の損害賠償 という概念自体が広 く認知されていない現状

では,そ れを認める手続法規則が現行法の中に用意されている国は,ほ ぼない

と思われるので,請 求は認められにくいであろう。これに対 して,管 轄合意違

反の損害賠償 を実体問題であるとすると,契 約違反や不法行為など請求の根拠

に応 じて準拠法が決 まり,準 拠法の内容 と事案によっては請求が認められる可

能性がある。事案の類型のうち,管 轄合意違反の損害賠償 を認める困難が比較

的小 さいのは,第1類 型の事案である(186)。なぜ なら,受 訴地裁判所が 自らの

管轄を否定 しているので,受 訴地 に対する国際礼譲の問題が小 さく,損 害額の

算定が容易であ り,過 失責任主義の下での契約違反や不法行為の主観的要件が

充足 される可能性があるからである。これに対 して,第2類 型の事案において

は,受 訴地では管轄が肯定されているので,国 際礼譲に反する可能性が大きく,

損害額の算定が難 しく,過 失責任主義の下での契約違反や不法行為の主観的要
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件が充足 されに くい。

最後 に,第2類 型の事案 における管轄合意違反の損害賠償が,国 際裁判管轄

問題全体の枠組みにおいてどう位置づ けられるかを考察する。立法や判例 によ

る国際裁判管轄の規範定立において,管 轄配分説的な視座 に立ち,各 国が協力

して渉外的紛争の裁判機能 を分担するという建前を本則 とするのは,理 想主義

的で望ましい。 しかし,主 権国家が併存する国際社会の現実においては,条 約

がないか ぎりは各 国が 自らの基準で管轄判断を している。そ して,た とえブ

ラッセルズ規則やルガーノ条約のような国際的取決めがあっても,個 別事件に

おいては,国 際協力の精神 とは程遠い独断的な管轄判断がなされることがあり

うる。その結果,個 別事件において,訴 訟当事者の具体的利益が損なわれた場

合には,国 際協調 の本則 を多少犠牲にしてで も,国 際社会の現実への対処 とし

て,自 国の裁判権の対人的 ・対物的限界 を越えない範囲で,主 体的 ・能動的に

訴訟当事者を救済することが責任ある態度であると思われる。現実への対処の

方策 を用意 しておいてこそ,理 想主義的な本則 を維持することがで きるのであ

る(187)。コモ ン・ロー諸国では,自 国の管轄権行使 にあたっては,フ ォーラム・

ノン・コンベニエンス法理 によって,自 然な法廷地(natural-forum)で はない と

判断すれば訴訟手続 を中止す るという国際協調的㈱ なアプローチを本則 とす

る一方で,外 国において被告 を困惑 させ抑圧する(vexatiousoroppressive)訴 訟

が追行される可能性があることを踏まえ,事 案の自国との充分な関連性を要件

に(189),外国訴訟差止命令 を発することによって,国 際社会の現実にも対処 し

ている。同様 に,自 国が有効で専属的であると見る管轄合意に反する提訴が外

国であり,当 該受訴地裁判所が自らの管轄 を肯定 し,そ の結果,管 轄合意にこ

め られた受訴地被告の利益が損なわれた場合には,自 国と一定の関わ りがある

事件であれば,国 際協調の精神は多少犠牲 にしてでも,管 轄合意違反の損害賠

償を認めて受訴地被告 を救済することが,国 際社会の現実に対応する責任ある

態度であるとも考えられる。本稿で検討 したように,第2類 型の事案で,管 轄

合意違反の損害賠償が認められるかは,コ モン ・ロー諸国の法の下で も未解決

であ り(190),困難 な点 も多い。 しか し,理 想主義的な本則を陰なが ら支える現

実主義的な一策 として,管 轄合意違反の損害賠償は,わ が国においても検討 に
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値すると思われる。例 えば,わ が国を明白に指定 し,そ の有効性と専属性に争

いの余地がないような管轄合意に反 して,管 轄合意の効力を認めない外国で提

訴があ り,当 該受訴地裁判所が自らの管轄を肯定 した上で原告 を勝訴させ
,判

決が執行 されたとする。受訴地被告は,も しわが国で提訴がなされていれば勝

訴 していたはずであると主張 して,わ が国で管轄合意違反の損害賠償請求をす

るかもしれない。その場合,そ の請求を実体問題 として扱い,契 約違反や不法

行為の損害賠償 ないし不当利得の返還請求を認める可能性を認めてお くことカ㍉

国際社会の現実に対処 して,自 国に関わ りのある訴訟当事者を救済する責任あ

る態度ではなかろうか。

*国 際私法学会第114回(2006年 度秋季)大 会にて,本 題について報告する機会を

与えられ,有 益な助言をいただいたことに感謝する。

(1)例 えば,管 轄合意が傭船契約から船荷証券に摂取されているかという問題がある。
② 原当事者以外の者に対する拘束力のことである。例えば,船 荷証券中に管轄合意
が存在する場合,そ れが証券の譲受人を拘束するかという問題がある。

⑧ 例えば,不 法行為請求についても効力が及ぶかという問題がある。

④ 例えば,本 店所在地を指定する合意の場合に,本 店の所在地について争いがある

と,ど の法廷地が指定されていると解釈するかの問題がある。

(5)管 轄判断は職権調査事項であるとする国と,当 事者に立証責任を負わせる国があ

るだろう。

⑥ 管轄合意違反の損害賠償請求についての国際裁判管轄を有する法廷地は,合 意管
、轄地に限られないと考えられる。詳しくは後述(第12章)す る。

⑦ 管轄合意違反の損害賠償を無過失責任 として認める法制がありうるので,定 義上
は主観的態様を問わず広 く包摂する。

⑧ 二つ以上の法廷地を指定する合意も,そ れら以外への提訴を禁じる趣旨であれば,

管轄合意違反を観念できる。非対称の管轄合意,す なわち,一 方当事者が原告とな

る場合は専属管轄合意,他 方当事者が原告となる場合は付加的管轄合意である合意

も,専 属管轄合意の側面については管轄合意違反が観念できる。

⑨ 訴訟費用の負担に関する規則は,国 によって区々である。敗訴者は,相 手方の弁

護士費用をアメリカや日本では負担 しないのに対 して,イ ングランドでは負担する

のが原則である。

⑩ 訴訟代理人に対して支払うべき着手金 ・報酬 ・費用など。
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⑳ ち な み に,わ が 国 の 民 事 訴 訟 法 で い う と こ ろ の 「訴 訟 費 用 」(61条)に は,弁 護

士 費 用 は 原 則 と して 含 ま れ な い(「 民 事 訴 訟 費 用 等 に 関 す る 法 律 」 第2条 参 照)。

⑫UnionDiscountCov.Zoller[2002]1WLR1517第32パ ラ グ ラ フで,イ ン グ ラ ン

ド控 訴 院 は,こ の 点 を,管 轄 合 意 違 反 の 損 害 賠償 訴 訟 とい う付 随 的 訴 訟 に 国 家 の 司

法 資 源 を振 り向 け る べ き で は な い とい う議 論 に対 す る 反 論 と し て指 摘 し た。 比 較 の

上 で 興 味 深 い の は,ジ ュ ネ ー ブ の 第 一 審 裁 判 所 の2005年5月2日 判 決(C/1043/

2005-15SP[2005]23(4)`s.728)で あ る 。 こ の 事 件 にお い て は,管 轄 合 意 に

反 し て ス イ ス で 始 め られ た 仲 裁 に よ っ て.,適 用 ざ れ る 仲 裁 規 則 上 回 復 が 認 め ら れ て

い な い 多 額 の 弁 護 士 費 用 を 被 る と主 張 し て,当 該 仲 裁 を差 止 め る命 令 が ス イ ス 裁 判

所 に 申 立 て ら れ た 。 しか し,ス イ ス 裁 判 所 は,仲 裁 廷 が 自 らの 管 轄 を否 定 す る と仲

裁 は 短 期 間 で 終 わ る の で 弁 護 士 費 用 は 高 く付 か な い で あ ろ う か ら,仲 裁 廷 が 自 ち の

管 轄 を 自 ら判 断 す る 原 則(competence-competence)を 尊 重 す る 要 請 が 優 先 す る と

して,申 立 て を認 め な か っ た 。

⑬[2002]1W.LR.1517(イ ン グ ラ ン ド控 訴 院).

αの[2002]IAII.ER749(イ ン グ ラ ン ド貴 族 院).

⑮ContinentalBankNAvAeakosSA[1994]1WLR588,598(控 訴 院);TheJay

Bola[1997]2Lloyd'sRep79;OTAfricaLmeLtdv.MagicSportswearCorp[2005]

EWCACiv710(控 訴 院)第33パ ラ グ ラ フ.1

(16)eg,EdwinPeel,"Exclusivejurisdictionagreements::purityand-pragmatisminthe

conflictoflaws"[1998]Lloyd'sMaritimeand.CommercialLawQuarterly182,224-6;

StephenMales,"Comityandanti-suit.injunctions"[1998]Lioyd'sMaritimegridCom-

mercia-LawQuarterly543,550;AdrianBriggsandPeterRees,CivilJurisdiction

andJudgements(第2版,1997年)第4-22パ ラ グ ラ フ.

⑰UnionDiscountCoLtdv.Zoller[2002]1W.L.R.1517(控 訴 院);ALS/D!SSvendborg

D/Sof19×2AJSv.Akar[2003]EWHC797.こ のAkar事 件 で は,管 轄 合 意 に反 す る

提 訴 に よ っ て 要 し た 費 用 を損 害 と して 賠 償 請 求 で き る か ど うか の 疑 い はZoller事 件

判 決 で 解 消 し た と判 示 され て い る(第37パ ラ グ ラ フ)。

⑱Donohuev.ArmcoInc[2002]1AllER749(貴 族 院).

{19}IncitecLtdv.AlkimosShipping-Corp[2004]FCA698;:CommonwealthBankofAus-

traliav.White(No.20f2QO4).[2004]1VSC268.・ い ず れ も事 案 と判 旨 に つ い て 後 述 。

⑫①AmericanL、awlnstitute,.Restatemerct(Second)ofConflicts(fLaw(1971)お よ

びRestatement(Third)ofForeignRelationsLaw(1987).わ が 国 に お け る 紹 介 に,

ア メ リ カ抵 触 法 リス テ イ トメ ン ト研 究 会 「ア メ リ カ抵 触 法 第2リ ス テ イ トメ ン ト(1)

～(5)」 民 商 法 雑 誌73 .5～74.3,ア メ リ カ対 外 関 係 法 リス テ イ トメ ン ト研 究 会 「ア
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;1;・メ リ ガ対 外 関係 法 第 三 リ ス テ イ トメ ン ト.(1-15)」 国 際 法 外 交 雑 誌88.5～91.2な

どが あ る 。

⑬9].5F2d1566.(第4巡 回 区,1990年).

伽 但 し,古 く は,NutevHamiltonMutuallnsuranceCo事 件(72Mass.174(1856

年))で,マ サ チ ュ ー セ ッツ 州 最 高 裁 判 所(SupremeJudiciaユCourtofMassachusetts)

、が,管 轄 合 意 違 反 の 損 害 賠 償 を 認 め た と も解 さ れ う る 説 示 を し て い る 。 しか し,こ

'の 事 件 で は
,Suffolk郡(county)裁 判 所 の 管 轄 合 意 に 反 して,Essex郡 裁 判 所 に提

,・訴 さ れ,双 方 が マ サ チ ュ ー セ ッ ツ州 内 の 郡 の 裁 判 所 で あ っ た の で}州 際 ま た は 国 際

裁 判 管 轄 の 事 件 に ど れ ほ どの 先 例 的 意 義 が あ る か は 疑 わ しい 。

㈱ ・28E3d600,604(7thCir.1994)第6パ ラ グ ラ フ.

⑳967FSupp295(NDII1997).

㈱992FSupp278(SID:NY1998).

㈱758N.Y.S.2d308(N.Y.App.Div.2003).

⑳Appe皿ate'Divisionof'theSupremeCourt.ニ ュ ー ヨ ー ク州 で は,同 裁 判 所 は 中 間上

訴 裁 判 所 で あ り,、最 上 級 審 はCourtof.Appealsで あ る 。

㈱ 執 筆 時(2007年 夏)に お い て,わ が 国 の 判 例 で 本 問 題 を扱 っ た も の は な い 。

㈱ 数 少 な い 論 考 と して,例 え ば,LouiseMerrett,"TheEnfbrcementofJurisdiction

Agreements'witliritheBrussels'Regime"55(2006)InternationalandComparative

3`aawQuarterly315,319-327;Adna皿Briggs,"Distinctiveaspectsofthecor[[lictoflaws

%iizcommonlawsystems・AutonomyIandagreement:intheconflictsofIavvs"同 志 社 法

学 第308号(57巻3号)(2005年)第22-41パ ラ グ ラ フ;DanielTan,"Damagesfor

BreachofForumSelectionClauses,PrincipledRemedies,andControlofInterna-

tionalCivil:Litigation";(2005)40Tex.Int'1;L.J.623;CheeHoTham,"Damagesfar

breachofEnglishjurisdictionclauses:morethanmeetstheeye"[2004]Lloyd'sMari-

timeandCommercialLawQuarterly46;NikYeoandDanielTan;"Damagesfor

BreachofExclusiveJurisdictionClauses"(SarahWorthington編CommercialLaw

andCommercial))ractice(2003年)第 ユ4章403頁)(以 下,「YeoandTaninWorthing-

ton」 と略 称);DanielTanandNikYeo,"BrealangPromisestoLitigateinaParticular

Forum:AreDamages;anAppropriateRemedy?"[2003]Lloyd'sMaritimeandCommer-

1.cialLawQu麗terly435;NicholasShantar,"ForumSelectionClauses:Damagesin

LieuofDismissal?"(2002)S2:B.U.L.Rev.1063;StuartDutson,"BreachofanAxbi-

.̀trationorExclusiveJurisdiction.Clause:theLegal.RemediesifitGontj皿ues"(2000)16

(1)ArbitrationInternational89.

⑳CouncilRegulation〈EC)No44/20010nJurisdictionandtheRecognitionandEn一
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forcemeatofJudgmentsinCivilandCommercial.Matters[2001]O.J:L12/1.同 規 則

の 和 訳 は,中 西 康 「民 事 及 び 商 事 事 件 に お け る 裁 判 管 轄 及 び 裁 判 の 執 行 に 関 す る

2000年12月22日 の 理 事 会 規 則(EC)44/2001(ブ リ ュ ッ セ ル1規 則)ω ㈲ 」 国 際

商 事 法 務(2002年)30.3～30.4な ど参 照 。

(31)ThroughTransportMutualInsuranceAssn{Eurasia}LtdvNewIndiaAssurance

CoLtd[2003]EWHC3158(Moore-Hick裁 判 官)第34パ ラ グ ラ フ;AdrianBriggs,

"Anti -suitInjunctions .and .UtopianIdeals"120 .(2004)LawQuarterlyReview529;532;

Fe直xBlobelandPatrickSpath"TheT誠eofMt艮tlateraユmustandthe'EuropeanLaw

ofCivil,Pirocedure"も 同 旨 。 仲 裁 合 意 違 反 の 提 訴 に つ い て,PeterGross,Anti .suit

injunctionsandarbitration"[2005]Lloyd'sMaritimeandCommercialLawQuarterly

lO-27も 同 旨 。

㈱TumervGrovit(CaseC-159/02)[2004]ECRI--3565.他 の ブ ラ ッセ ル ズ 条 約 締 約

国 に お け る訴 訟 の 提 起 や 継 続 を や め る よ う命 じ る 訴 訟 差 止 命 令 を発 す る こ と は 許 さ

れ な い と判 示 さ れ た 。 わ が 国 で は,安 達 栄 司 「EC管 轄 執 行 条 約 にお け る訴 訟 差 止 命

令 の 不 許 容 」 国 際 商 事 法 務2005年3月 号392頁(安 達 『民 事 手 続 法 の 革 新 と国 際

化 』(成 文 堂,2006年)第8章 に も所 収)な ど に 紹 介 さ れ て い る 。

⑬ ブ ラ ッセ ル ズ 条 約 第a1条,ブ ラ ッセ ル ズ 規 則 第27条 。

ErichGasserGmbHvMisatSrl{CaseC-116/02}一[2003]ECRI=14693.

詳 し く は,拙 稿 「ブ ラ ッセ ル ズ 条 約 ・規 則 と イ ン グ ラ ン ド流 解 釈 一 制 度 的 一 貫 性

と個 別 事 件 に お け る 妥 当 性 の 緊 張 関 係 一 」 同 志 社 法 学314号(2006年6月)383-

453頁 参 照 。

㈲ 第1条2項d号 。

MarioGiulianoandPaulLagarde,"Report.ontheConventiononthelawapplicable

tocontractualobligations"[1980]OJC282,第1条2項d号 の 注 釈 。`

下 民 集18巻9・10号100頁 。

(39)意 思 表 示 に暇 疵 が あ る 場 合 の 効 果 な ど。

㈲[2002]1WLRI517第28パ ラ グ ラ フ.

ω イ ン グ ラ ン ドで は,訴 訟 費 用 は原 則 は 敗 訴 者 負 担 で あ る が,そ うは 言 っ て も,標

準 的 な 基 準(standardbasis)で は,訴 額 に均 衡 し て(proportionate)か つ 合 理 的 で

あ る 額 が 支 払 わ れ,そ の 合 理 性 に 関 す る 疑 い は 敗 訴 者 の 有 利 に 判 断 さ れ る(C翻

ProcedureRules,Rule44.4(2))結 果,弁 護 士 費 用 総 額 の50%か ら60%が 支 払 わ れ

る こ と に な る 場 合 が 多 い(Birks編EnglishPrivate-Law(2004)第2巻 第19.318

パ ラ グ ラ フ(NeilAndrewsl担 当))の に対 し て,当 事 者 の 訴 訟 行 為 の如 何 に よ っ

て は,均 衡(proportionality)要 件 が な く,合 理 性 に 関 す る 疑 い も勝 訴 者 の 有 利 に 判
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断 され る補償 基準(indemnitybasis)が 採 られ る(CivilProcedureRules,Rule44。4

,(3))と ころ,前 掲 注{Z9)YeoandTaninWorthington:4i3-4.14頁 は,管 轄 合 意違 反 を

,、主 張す る こ とに よって,標 準 的 な基準 で は な く補償 基準 に よ り,多 め の費用 回復 が

認 め られ る可能性 を示唆 す る。 同論説 の該 当部 分 は,訴 訟差 止命 令 の 申立 て に要 し

た訴 訟 費用 につ い ての もの であ るが,訴 訟 費用 一般 につい てあ て は まるで あ ろ う。

幽 ・,例えば,わ が 国 には,一 般 的 に訴訟 の提起 や追行 と損 害賠 償責 任 とを結 びつ け る

手続 法規 則 は ない もの の,民 事訴 訟法260条2項 は,仮 執行 宣 言付 判決 に よる執 行

,1トが な され た後,当 該 判決 が取 消 しまたは変 更 され た場合 の執 行債 権 者 の損害賠 償 義

務 を規 定す る。

㊨ しか し,イ ング ラ ン ドが受 訴地 の場 合 に は,自 国の訴 訟 費用規 則 に従 って 回復 で

きない費 用 は,同 一 訴訟 あ るい は別訴 で損 害賠 償 を請求 して も回復 で きない と され

てい る(QuartzHillConsolidatedGoldMiningCo:v.Eyre(1883)11QBD674(控 訴

審))。

㈹ しか し,前 掲 注(29)YeoandTaninWorthington414頁 は,イ ン グラ ン ドが受 訴 地の

'場合
,Quartz㎜ 判決 お よび,前 訴 で 争 うべ きで あ った争 点 につ いて後 訴 で争 え な

一い くestopped)と す るHendersonv .Henderson半y決((ユ843)2Hare100)に よ り,

管轄 合意 違反 を訴 訟 費用 の裁 判 にお いて主 張 して い よ うと主張 を して い まい と,管

犀轄合 意違 反 の損害 賠償 請 求 は
,別 の請 求 の根 拠 に依 拠 しよ うと も,認 め られ るべ き

で ない とす る。

㈲A皿ericaOn血ievBooker事 件(781So.2d423(Fla.Dist.Ct.App.2001))で は,

,ア メ リカ ・オ ンラ イ ン(AOL)と そ の契約 者 との間 の約款 に,AOL本 社 が所在 す る

バ ー ジニ ア州裁判 所 を指 定す る管轄 合 意が含 まれ てい たが,契 約者 は,バ ー ジニ ア

で クラス ア クシ ョンの制 度が使 えな い こ とを理 由 に,AOLを フ ロ リダで 訴 え てク ラ

.,.スア ク シ ョンの 申立 て を した。

㈱NicholasShantar,"ForumSelectionClauses:DamagesinL、ieuofDismissal?"(2002)

82B.U.L:Rev1063,1078etse(}は,消 費者 が合 意管 轄 地以 外 で提訴 した場 合 につ

いて,管 轄 を否 定せ ず,そ の代 わ りに,応 訴 のた め に相 手 方が 合理 的 に支 出 を要 し

た訴訟 費用 を損 害 とす る賠償 を認 め る こ とを提 唱 す る。但 し,そ の前提 と して,消

費 者 に,本 案 の勝訴 可 能性 の証 明 と担 保 の提供 を求 めるべ き とす る。 そ して,消 費

者 に損 害賠 償 をす る資力 が ない こ と を相手 方 が証 明 した場 合 に は,管 轄 を否定 すべ

きで あ る とす る。

㈲ さ らに受 訴地 と合 意管 轄地 の本 案判 決 の相違 につ いて も損害 賠償 が認 め られるか

'は
,多 数 当事者 間 の矛盾 判 断防止 を事 実認 定 につ い て図 れば足 りる とす るのか,法

適 用 につ いて まで 図 る必 要 が ある とす るの か によっ て も異 な り,多 数 当事 者訴 訟 の
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訴 訟経 済 とい う長所 を どこ まで重 視 す るか に よ って も異 な る であ ろ う。前 掲 注⑳

YeoandTan'ixtWorthington429-一.430頁 は,こ れ を肯 定 し,む しろ訴 訟費 用 の回復 に

つ いて は,イ ングラ ン ドで は,QuartzHill判 決 く前 述)に よ り認 め られ ない とす る
。

⑱[2004]FCA698第67パ ラグ ラフ.

(49)[2004]VSC268.

㊤① した が っ て,そ れ を再 評 価 す る もの で は な く,IndosuezlnternationalFinance

B.V..vNationalReserveBank事 件(前 掲注 ⑳)で,ニ ュー ヨー ク州 裁判 所 が,ロ シ

アでの訴 訟 に要 した訴 訟費用 につ い て,損 害賠償 を認 め る こ とは,ア メ リカで弁護

士費 用 が各 自負 担 となる原則 に反 しない と したの は,適 切 な説 示 であ る。

6Dニ ュー ヨー ク裁判 所 が管 轄 を否定 して訴 え を却 下 したZoler事 件 で は,イ ングラ

ン ド裁判 所 は,ニ ュ ー ヨー ク裁 判所 が訴 訟費 用 の裁判 を して い なかっ たの で,承 認

の 問題 は生 じな い と判 示 した([2002]1WLR .1517.para26)。 しか し1た と え訴訟

費用 の裁 判 が な されて いて も,イ ングラ ン ドにお ける管轄 合意 違反 の損 害賠償 請 求

は遮 断 され ない で あ ろ う。

⑰ わが 国で は,民 事 訴訟 法118条1号 。 イ ングラ ン ドの'「1982年 民 事管 轄 お よび判

決法 」 第32条 は,専 属管 轄 合 意 に反 す る外 国判 決 は承 認 ・執行 され ない と規 定 す

る。

⑬ わが 国へ の ル ガー ノ条約 の紹 介 は,関 西 国際民 事訴 訟法研 究会 「民事 及 び商事 に

関す る裁 判 管轄並 び に判 決 の執 行 に関す るル ガノ条約公 式 報告書(全 訳)(1)～ ⑬」

国際 商事 法務29.4～30.4(2001・ 年6月 ～2002年6月)な ど参照。

㊤の ブ ラ ッセ ルズ 規則35条3項 。 ルガ ーノ条約28条4項 。ち なみ に,2005年 ハ ーグ

管轄 合 意条 約で は,合 意管 轄地 の判 決 の承認 ・執 行 につ いて規 定 してい るが(第 皿

章),合 意管 轄 地以外 の判決 の承 認 ・執行 につ いて は規 定 してい ない。

㈲Blobel..Spath,"TheTaユeofMultilateraユTrustandtheEuropeanLawofCivil

Procedure"脚 注16も 同旨。,

(56}HuntervCYiiefConstableoftheWestMidlands:Police`[1982]AC529,'536:

{57」[1991]1QB241,254-5,

㈱ 前 掲 注(29)YeoandTaninWorthington419頁.但 し,管 轄合意 違反 の損 害賠償 請 求

権 が基 本 的 な権 利 と言 えるか は,異 論 もあ りえ よう。

⑲ 管轄 合意 違反 の損害 賠償 の 請求 原 因 を契 約違 反 とす る前 提 で,国 際礼 譲 の よ うな

曖 昧 な概念 に よって損 害賠 償 を制 限す る と,契 約法 の領 域 に不 適切 な不 確実 性 を も

た らす とい う問題 を指 摘す る もの に,前 掲 注(29)・YeaandTaninWorthington420頁.

(60)DanielTang"DamagesforBreachofForumSelection".Clauses;PrincipledReme-

dies,andControlofInternationalCivilLitigation"(2005)40Tex.Int'1LJ.623;658
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頁 は,国 際礼 譲 を損 な う懸 念 を緩和 す るた め に,期 待 利益(expectation:interest,

勉 日本 法上 の履 行利益 に相 当す る と思 わ れ る)の 保 護 のた め の賠 償 に比べ て
,額 が小

さ く,算 定 が 容易 な信 頼利益(relianceinterest)の 賠 償 にと どめ るこ とを提案 して

西 る。信頼 利 益 は,有 効 で ない契約 を有 効 で ある と信 頼 したため に生 じた利益 で あ

完 り,本 問題 の文脈 で は,管 轄合 意 を有効 で専 属 的で あ る と信頼 した ため に生 じた利

益 であ る。

⑳ 但 し,公 序 則 は法廷 地 の基本 的 な法秩 序 ・法 理念 に反 す る こ とを指 し,国 際礼 譲

,は これ に は当た らない とい う見 解 もあ りう る。

⑫ ・ しか し,そ の悪 影響 は大 きくないで あ ろ う。 管轄 合意 違 反の事 案 で はない ものの,

弁護 士 費用 を原則 と して各 自負 担 とす る法廷 地 におい て,勝 訴 当事 者 に弁護 士 費用

の回復 を認 め た外 国裁 判 を承 認す る こ とは,公 序 に反 しない と判示 した もの に,最

高裁 平 成1Q年4月28日 判決(民 集52巻3号853頁)(香 港 の費用 負 担裁 判 の承 認),

Somportexv.PhiladelphiaChewingGurriv.Brewster,Leeds&CO.andM.S.Interna-

tional事 件((1971)453E2d435,ア メ リカ 第3巡 回 区連邦 控 訴 裁判 所)(イ ング

ラ ン ドの費 用負 担裁 判 のペ ンシルバ ニ ア州 にお ける承 認)が あ る。

㈹NeilAndrews,English'CivilProcedure(2003)第36.110,36.111パ ラ グラ フは,

この こ と と裁判 権 の衝 突 の おそ れが大 きい こ とに加 えて,損 害 賠償 訴訟 が付 随 的訴

訟 で あ り訴 訟経 済 に反 す る ことを理 由 として,損 害賠償 を認 め るの に慎 重 で あるべ

きで あ る とす る。

㊨Φ[2002]1WLR1517第21-22パ ラ グラ フ.

㈹Turnerv.Grovit(CaseC-159/02)[2004]EGRI-3565.他 の ブ ラ ッセ ル ズ条約 締約

国 にお ける訴訟 の提起 や継 続 をや める よう訴 訟差 止命 令 を発 す る こ とは許 され ない

と判 示 され た。

㈹ ブ ラ ッセ ルズ条 約第21条(ブ ラ ッセル ズ規 則 で は第27条)。

(671ErichGasserGmbHvMisatSrl(CaseC-116/02)[2003.]ECRI-14693.

tss)東 京 地裁 昭和59年2月15日 判 決(下 民 集35巻1-4号69頁)。

(69)こ の側 面 に着 目 して,対 抗 立法 はclawback'statute(回 収 立法)と も呼 ばれ る。

ClO)See"UnitedKingdom:ProtectionofWadingInterestsAct1980andExchangeof

DiplomaticNotesConcerningtheAct"{1982).211nternationalLegalMaterials840.

これ に反論 す る連合 王 国政府 の外 交書 簡 は,奥 田安 弘 「海 運 同盟 に対 す る米 国政府

規 制 の域外 適用 」(1986)香 川法 学6-3-395,441頁 に紹介 されて い る。

㈹ 外 国 の判 決 を否定 して対抗 す る こ とので きる法令 はわ が国 に は前 例 が なか った。

・この法律 は
,2004年12月8日 に施行 され,附 則2に 従 い,施 行 日か ら6ヶ 月 を経

過 した2005年6月8日 に失 効 した。 時 限立法 とされ たの は,米 国 にお い て,2004年
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12月 に1916年 反 不 当 廉 売 法 が 廃 止 され た こ と に よ る 。

⑫ 同 じ く,EC企 業 に対 す る 訴 訟 も係 属 して い た の で,ECも2003年,「1916年 米 国

反 不 当 廉 売 法 の 適 用 や そ れ に 基 づ く訴 訟 の 影 響 か ら 保 護 す る た め の 理 事 会 規 則 」

(CouncilRegulation(EC)No:2238/2003ProtectingagainsttheEffects'oftheAppli-

cationoftheUnitedStatesAntiIDumpingActof1916andActions.Basedthereonor

Resultingtherefrom[2003]0.J,L333/1)を 制 定 し,EC企 業(第3条 に定 義)が 米

国 で 「1916年 反 不 当 廉 売 法 」 に 基 づ き提 訴 さ れ た場 合 に,同 訴 訟 に よ る 判 決 のEC

内 で の 承 認 ・執 行 を 禁 じる(第1条)と と も に,訴 訟 に よ っ て 被 っ た 損 害 や 費 用 に

つ い て,EC内 で 提 訴 す る こ と に よ っ て,米 国 訴 訟 の 原 告 お よび そ の 関係 者 か ら取 戻

す こ と を 認 め て い る(第2条)。 同 規 則 は,時 限 立 法 で は な く,本 稿 執 筆 時(2007

年6月20日)も 効 力 を有 して い る 。

⑱ 訴 訟 差 止 命 令 の わ が 国 へ の 紹 介 に は,岡 野 祐 子 『ブ ラ ッ セ ル 条 約 と イ ン グ ラ ン ド

裁 判 所 』(大 阪 大 学 出 版 会,2002年)第7章 な どが あ る。

⑭ も っ と も,国 際 礼 譲 へ の 配 慮 か ら,訴 訟 差 止 命 令 に よ っ て他 国 の 裁 判 権 に 介 入 す

る こ と を 正 当 化 す る 充 分 な 利 益 や 関 係 を有 して い る こ とが 要 件 と さ れ て い る 。A匝

busIndustrieG。1.E.v.Patel事 件([1998]2WLR686)参 照 。

(75?DonohuevArmcoInc.[2002]1AllER749{HL).

㈹CastanhovBrownRootLTD[ユ981]AC557,572(貴 族 院)な ど参 照 。

㈲ClareAmbrose"CanAnti-suitinjunctionsSurviveEuropeanCommunityLaw?・

{2003)521CLQ401,415.

⑱AdrianBriggs,"Distinctiveaspectsoftheconflictoflawsincommonlawsystems:

Autonomyandagreementintheconflictoflaws"同 志 社 法 学308号(57巻3号)(2005

年)21頁,第40パ ラ グ ラ フ 。

(79)LouiseMerrett,"TheEnforcementofJurisdictionAgreementswithintheBrussels

Regime"55(2006)ICLQ315,321.

⑳[2006]EWHC373第26パ ラ グ ラ フ.

⑳YvonxieBaatz,"WhoDecidesOnJurisdictionClauses?"[2004]Lloyd'sMaritimeand

CommercialLawQuarterly25,28.

㈱ 訴 訟 費 用 に 関 す る 限 度 とす る か,本 案 に 関 して ま で 実 現 す る か は,多 数 当 事 者 訴

訟 に お け る 矛 盾 判 断 防 止 の 趣 旨 と管 轄 合 意 当 事 者 間 で 管 轄 合 意 に こ め ら れ た 利 益 と

の バ ラ ンス を ど こ で と る か に よ っ て 決 ま る で あ ろ う。

㈱[2002]1AlER749(貴 族 院)(事 実 の 骨 子 は 先 述 した).

{84'AdrianBriggs,"Distinctive_aspectsoftheconflictof'laws.in:commonlawsystems:

Autonomyandagreementinthecon血ctoflaws"同 志 社 法 学 第308号(57巻3号)

[高橋宏司] 管轄合意違反の損害賠償155

～`(2005年)21頁,第36パ ラグ ラ フ。

㈲ 管轄 合意 違反 の場 合 に間接 管轄 を否 定す る 「1982年 民事 管轄 お よび判 決法 」(Civil

ダIJurisdictionandJudgementsAct)第32条 。

㈹EdwinPeel,"Exclusive.jurisdictionagreements;purityandpragmatisminthecon-

flictoflaws"[1998]LMCLQ182;209;211.

㈱OTAfricaLineLtdv.MagicSportswearCorp[2005]EWCAGiv710(控 訴 院).

㈱ ち なみ に,DonohuevArmcoInc事 件([2002]1All.ER749(貴 族 院))判 決 で は,

管轄 合意 違反 の損 害賠 償 をす る とい う当事者 の 譲歩 を受 け入 れ た にす ぎなか ったの

で,損 害 の算 定方 法 は検討 され なか った。

⑱9但 し,AdrianBriggs"Distinctiveaspectsof'the:conflictoflaws.incommonlawsys-

terns:Autonomyandagreementintheconflict-oflaws"同 志社 法 学 第308号(57巻

3号)(2005年)21頁,第37パ ラ グ ラ フはり 損 害 額 の算 定 は い つ も困 難 であ り,

'管轄合 意違 反 の損 害賠償 の場合 は比 較 的容易 な方 に属 す る と述べ る。

⑳ 脚わ が 国民 事 訴訟 法248条 は,「損 害 が生 じた こ とが認 め られ る場 合 にお いて,損 害

の性 質上 その額 を立 証 す る ことが極 め て困難 で ある ときは,裁 判所 はi口 頭 弁論 の

全 趣 旨及 び証拠 調べ の結 果 に基づ き,相 当 な損 害額 を認定 す る こ とが で きる」 と規

..:す る。 これ に対 して,ア メ リカの契 約 リス テ イ トメ ン ト(第 二 版)(Restatement

(Second)ofContracts(1979))の 第352条 で は,合 理 的 な確 実 性 を伴 って予測 す

ピ る こ とがで きる額 を越 えた損 害 の賠償 ば認 め られ,ない と規 定す るが ,そ の公 式注 釈

野では,契 約 違反 を した 当事者 の故 意 な ど諸 事情 を勘 案 して,求 め られ る立証 の程 度

を低 くす る ことが で きる と して い る。

{9CouncilRegulationNo,2238/2003(前 掲注 ⑫).

働 「1916年 反不 当廉 売法」に基 づ く訴 訟が 開始 す る と,た だ ちに回復 で きる(Recov-

erymaybeobtained)と 規 定 されて いる(第2条2項)。

㈱ 第161回 国 会,衆 議 院経 済 産業 委 員 会,第5号,平 成16年11月10日(北 村 政

府 参考 人発 言)。 但 し,条 文 の文言 は,「 … …反 不当廉 売 法 に基 づ く外 国裁 判 所 の確

定判 決 に よっ て利 益 を受 け,そ の た め に本 邦法 人等 に損 失 を及 ぼ した者(以 下 「受

溢 者」 とい う。)は,そ の受 けた利 益 に利息 を付 して返還 しな けれ ばな らない」(3

条1項)と な って いた。 判決 の確 定時 点で の 回復 を認 め るべ きであ っ た とす る もの

に,Dai:Yokomizo,"JapaneseBlockingStatuteagainsttheU.S.Anti-DumpingActof

X1916"<49(2006)JapaneseAnnualofInternationalLaw36,49:

鱒 第161回 国 会,衆 議 院 経 済産 業 委 員会,第5号,平 成16年1ユ 月 ユ0日(北 村 政

府参 考 人発言)。

㊦∂ 外 国判 決 は,確 定 した もの しか承 認 しない法制(わ が 国 の民事 訴訟 法118条)も
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あ れ ば,終 局 判 決 で あ れ ば 未 確 定 の もの で も 承 認 す る 法 制(ブ ラ ッセ ル ズ 規 則37

条 参 照)も あ る 。

㈱DanielTanandNikYeo,"BreakingProm三sestoLitigateinaParticular-Forum:Are

DamagesanAppropriateRemedy?"[2003]LMCLQ435,脚 注17.

⑨の 前 掲 注(29)YeoandTaninWorthington417,418頁 。

㈱ 損 害 軽 減 義 務 違 反 に 損 害 賠 償 が 伴 う わ け で は な い 。

(99)民 法418条 。 損 失 軽 減 義 務 と の 違 い は 明 ら か で は な い 。 損 失 軽 減 義 務 の 解 怠 が あ

れ ば過 失 が あ る と考 え る こ と も で き れ ば,損 失 軽 減 義 務 者 は,過 失 が な く と も軽 減

義 務 違 反 と な り う る分,よ り高 度 の 義 務 を 負 っ て い る と考 え る こ と もで き よ う 。

boo)前 掲 注{29}YeoandTaninWorthington423頁 は,.訴 訟 差 止 命 令 を 申立 て な か っ た か

ら と い っ て,損 害 軽 減 義 務 に 違 反 した とは 直 ち に は 言 え な い と す る。

⑪[2002]1WLR1517第33パ ラ グ ラ'フ.

⑫AdrianBriggs,"Distinctiveaspectsoftheconflictoflawsincommonlawsystems:

Autonomyandagreementintheconflictoflaws"同 志 社 法 学 第308号(57巻3号)

(2005年)21頁,第29パ ラ グ ラ フ.

⑬ 前 掲 注(29)YeoandTaninWorthington425頁 。

働LouiseMerrett,"TheEnforcementofJurisctictionAgreementswithintheBrussels

Regime"55(2006)ICLQ315,脚 注35.

⑯e.g.Tan/Yeo,"BreakingPromisestoLitigateinaParticular'Forum:AreDamages

anApPropriateRemedy?"[2003]LMCLQ435.こ れ に対 して,CheeHoTham'"Dam-

agesforbreachofEnglishjurisdictionclauses:morethanmeets.the-eye"[2004]

LMCLQ46は,契 約 違 反 の 構 成 に 疑 問 を 唱 え る が,そ の 論 拠 は 筆 者 に は 明 確 に伝 わ

らな い 。

⑯AdrianBriggsandPeterRees,CivilJurisdictionarcdJudgements(第4版,2005

年)第4-29パ ラ グ ラ フ.

⑰ わ が 国 法 上 の 履 行 強 制 に相 当 す る 。

⑯StephenSmith,σo伽rα 砿 翫 θσ瑠(2004年)376頁 参 照 。

dos)予 見 可 能 性 の な い 第 三 者 の 行 為 が 介 入 す れ ば,因 果 関 係 が 否 定 さ れ る こ と に な る

が(イ ン グ ラ ン ド先 例 はStansbievwoman[1948]2KB48.PaulRichards,Lawof

Contract(第6版,2004年)347頁 も参 照),受 訴 地 裁 判 所 が 自 ら の 管 轄 を肯 定 して

も,そ れ は 受 訴 地 原 告 が 正 に 予 見 な い し期 待 して い た こ とで あ る か ら,因 果 関 係 を

断 絶 しな い と思 わ れ る 。

01① 同 法 廷 地 が 合 意 管 轄 地 で は な い 場 合 に は,合 意 管 轄 地 に お い て 当 該 管 轄 合 意 の有

効 性 ど専 属 性 が 認 め られ る と想 定 さ れ る こ と も 要 件 に な る で あ ろ う。
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ω 実 体 契 約 の 場 合 に も,契 約 の 有 効 性 に つ い て の 判 断 が 準 拠 法 に よ っ て 分 か れ る こ

とが あ る の で,あ る 契 約 を 無 効 とす る 準 拠 法 の 適 用 を 念 頭 に お い て 履 行 を 怠 っ た 場

㌧ 合,当 該 契 約 を有 効 とす る 準 拠 法 を 適 用 す る 法 廷 地 に お い て 契 約 違 反 の 無 過 失 責 任

を 負 わ さ れ る こ と が 理 論 的 に は あ り う る。

⑫StuartDutson,"BreachofanArbitrationorExclusiveJuz'isdictionClause:theLe-

galRemediesifitContinues"(2000}16(1)ArbitrationIxtternational89 ,'.9$-99.

⑬ 本 間 靖 規 「民 事 訴 訟 と損 害 賠 償 」 民 訴 雑 誌43号(1997年)33,48頁 。

4④.OTAfricaLineT,td.v:MagicSportswear _Corp[2005]IC.L。C.923第33パ ラ グ ラ

フ(控 訴 院).

㈱ ・LookChanHo,"Anti-suitinjunctionsincross-borderinsolvency:A .restatement"

(2003)521CLQ697,7a7-gas.管 轄 合 意 は,裁 判 所 で 「独 立 し て 強 制 で き る 義 務 を

発 生 させ る・通 常 の 契 約 」(ordinarycontractcreatinganindependently .enforceableob-

ligationincourt)で は な,い とす る 。

⑯ 仲 裁 合 意 違 反 と準 拠 法 合 意 違 反 につ い て は,本 稿 の 論 題 と密 接 に 関 連 す る が ,紙
・幅 の 制 限 も あ り

,稿 を改 め て検 討 し た い 。

,⑰UnionDiscountCovZoller[2002]1WLR1517第31パ ラ グ ラ フ .

⑬Ad・i・nBrigg・,"Di・tinctivea・pect・ ・　th…nflict・flaw・in・ ・㎜ ・nlawsystem,,

Autonomyandagreementintheconflict .of.laws"同 志 社 法 学308号(57巻3号)(2005

年)21頁,第31パ ラ グ ラ フ.

X19)ChristiaxanvonBar,U]ricfiDrobnigTheInteractionofContractLawandTortand

propertyLawinEurope:aComparativeStudy(2004年)第83-92パ ラ グ ラ フ

参 照 。

鱗 ・契 約 違 反 の うち 履 行 不 能 に つ い て は,民 法415条 が 明 文 で 帰 責 事 由 を 要 求 し て い

1る 。

⑳ 日本 法 の解 釈 が そ うで あ る よ う に,立 証 責 任 が 転 換 さ れ て,債 務 者 が 故 意 ・過 失

の 不 存 在 を立 証 す るYと に な っ て い る 場 合 も あ ろ う 。

吻 最 高 裁 昭 和63年1月sw判 決(民 集42巻1号1頁)。

㈱'大 審 院 連 合 部 昭和18年11月2日 判 決(民 集22巻1179頁)。

⑳ 最 高 裁 昭 和63年1月26日 判 決(民 集42巻1号1頁)。

な2砂A血ericanLawInstitute,Restatement(Second)(fLawofTorts(1965) .

㈱[2000]lA.C.419,427-430(Steyr裁 判 官).

㈱'CheerHoTham,"Damagesfarbreach`dfEnglishjurisdictionclauses:morethan

血eetstheeye"[2004]i;MCLQ46,62.但 し,そ の 場 合,何 を以 て 「悪 意(malicious)」

の 訴 追 とい うべ きか に つ い て は 論 じ ら れ て い な い 。
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⑱[2006]EWHC373第26パ ラ グ ラ フ."

X29)AnthonyDugdaleandMichaelJonesandMarkSitmpson,ClerkandLirtdsell'on

Torts(第19版,2005年)第25-15パ ラ グ ラ フ..cf‐ 方 当 事 者 を 第 三 者 が 引 き抜 い

た 場 合 は,コ モ ン ・ロ ー のtrespassの 不 法 行 為 に な る 。

⑳Id.,第25-88パ ラ グ ラ フ。

㈹Id.,第25-111パ ラ グ ラ フ 、

⑩ 民 法416条 。

㈹ 大 連 判 大 正15年5月22日(民 集5巻6号386頁)(富 喜 丸 事 件),最 高 裁 昭 和48

年6月7日 判 決(民 集27巻6号681頁)。

⑭YeoTiongMin,"TheScopeandImplicationsofDamagesforBreachofJurisdiction

AgreementsundertheCommonLaw"(神 戸 大 学CenterforLega-DynamicsofAd.

vancedMarketSocietiesに よ る"AspectsofInternationa-JurisdictionAgreements"

(2006年6月17日)講 演 原 稿(ワ ー ク シ ョ ッ プ に て 配 布 。 未 公 刊))3頁.

⑯ 前 掲 注{29}Yeoa皿dTaninWorthington421頁.

⑯ 但 し・DanielTan,"DamagesforBreachofFoxvmSelectionClauses,Principled

Remedies,andControloflnternationalCivi.1Litigation"(2005)40Tex:Int'1L.J.fi23,

脚 注163は,受 訴 地 で の 管 轄 を争 う の に 要 した 訴 訟 費 用 が,信 頼 利 益 保 護 の た め の

賠 償 と して 認 め られ る か は 明 ら か で な い とす る 。

㈹ 民 法703条 。

⑱ 第161回 国 会,平 成16年1,1月25日 の 参 議 院 経 済 産 業 委 員 会 に お け る 保 坂 副 大

臣 答 弁 。 但 し,ア メ リ カ判 決 を利 得 とす る 不 当 利 得 請 求 に つ い て,な ぜ 日本 法 が 準

拠 法 に な る の か は 明 らか に して い な い 。

⑳GeorgePanagopoulos,RestitutioninPrivateInternationalLaw(20QO年)10頁.

q⑩ 判 例 法 上 は,LipkinGormanv.KarpnaleLtd.[1991]2AC548の 貴 族 院 判 決 で 初

め て 認 め ら れ た 。 他 の コ モ ン ・ロ ー 諸 国 で は,よ り早 く,ア メ リ カ で 不 当利 得 リ ス

テ イ トメ ン ト(Restatement(ftheLawofRestitution)に よ り1937年 に,カ ナ ダ

でDeglcnanv.GuarantygustCo.判 決([1954]3DLR785)に よ り1954年 に,オ ー

ス トラ リ ア でPaveyMatthewsPty.Ltd..v.Paul判 決([1986ユ162CLR221)に よ り1986

年 に 認 め ら れ る に 至 っ て い る 。

ωJackBeatsonandEltjoSchrage他(編)CommonlawofEuropecasebooks;Unjus-

tifiedenrichment(2003年)32頁.

働AndrewBurrows,"JudicialRemedies"(PeterBirks(ed)EnglishPrivateLaw(2004

年)所 収)第18.236パ ラ グ ラ フ.例 外 と して は,損 害 賠 償,履 行 強 制,差 止 め な ど

の 救 済 で は不 充 分 で あ る と して,元 ス パ イ が 政 府 と の 守 秘 契 約 に 反 して 出版 して 得
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た 利 益 の返 還 請 求 を認 め たAttorney-GeneralvBlake[2001]1AC268(貴 族 院)事

韓 件 が あ る 。

X43)AndrewBurrows,"JudicialRemedies"(PeterBirks(ed)English.PrivateLaw(2004

年)所 収)第18.224,18229パ ラ グ ラ フ;GoffandJones,TheLawofRestitution

k7版
,2007年)第32-001パ ラ グ ラ フ.

㈹ 但 し,そ の う ち の い くつ か の 請 求 権 の 実 行 に よ り 目的 を 達 した か ぎ りで 他 の 請 求

塞,権は消 滅 す る 。

㈱ 例 え ば,前 掲 注(29)1'eoandTaninWorthington404頁 。

㈱ した が っ て,こ れ ま で の イ ン グ ラ ン ド判 例 で 宣 明 され た 管 轄 合 意 違 反 の 損 害 賠 償

に つ い て の 原 則 は,イ ン グ ラ ン ド法 上 の原 則 と い う こ と に な る 。

04砂 ハ ー グ合 意 管 轄 条 約(HagueConventiononChoiceofCovertAgreexrtents2005)第

5条1項 は,こ の 説 を と る(TrevorHartleya皿dMasatoDogauch三,"ExplanatoryRe-

portonthe2005.HagueChoiceofCourtAgreementsConvention."(2007年)第125

'パ ラ グ ラ フ)。

O麹 管 轄 合 意 の 準 拠 法 に つ い て の 考 察 は,中 野 俊 一 郎 「管 轄 合 意 ・仲 裁 合 意 ・準 拠 法

a択 合 意:国 際 私 法 ・国 際 民 事 訴 訟 法 に お け る 合 意 の 並 行 的 処 理 の 可 能 性 と限 界 」

(齋 藤 彰(編)『 国 際 取 引 紛 争 に お け る 当 事 者 自 治 の 進 展 』(法 律 文 化 社,2005年)

撮 所 収,63頁)な ど参 照 。

{149)大 阪 高 裁 昭 和55年6月27日 判 決(判 例 タ イ ム ズ429号129頁)。

㈹ こ の 判 決 で は,米 国 会 社 が 防 禦 活 動 を怠 り不 当 に 和 解 を し た と い う こ と は で き な

い と して 損 害 賠 償 を 棄 却 し た が,適 用 さ れ た ア メ リ カ不 法 行 為 法 の 規 範 内 容 は述 べ

られ て い な い 。

。05D改 正 の 経 緯 に つ い て は,櫻 田 嘉 章 『国 際 私 法 』(第5版,有 斐 閣,2006年)230

,頁 な ど参 照 。

㈹Regulation(EC)No864/20070ftheEuropeanParliamentaricioftheCouncilonthe

LawApplicabletoNon-ContractualObligations(RomeII規 則)[2007]0.J.L199/40.

㈱ 第4条 。

㈱1995年PrivateInternationalLaw(MiscelaneousProvisions)Act第11条1項.

㈱Meta皿andRohstoffA.G.v.DonaldsonLufkin&JenretteInc.[1989]3W.L,R.563

参 照 。

㈱ 前 掲 注 ㈱ 咀ongMin,6頁.

¢5のBoysv.Chaphn[1971]A.C.356;'一.Sea][nsuranceCoLtdvBouyguesSA[1995]

1ACl90(枢 密 院).但 し,法 廷 地 で も不 法 行 為 地 で もな い 第 三 国 も対 象 と な る か は,

明確 に な っ て い ない 。
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㈱ 前 掲 注㈱TiongMin,6頁.

⑲Collins他(共 著),Dicey,ModsandCollinsontheConflictofLaws(第14版,

2006年)Rule230(2×a).

⑩ 前 掲注 鋤TiongMin7頁.

06Deg.GeorgePanagopoulos,Restitutionin、PrivateInternationalLaw(2000年)

82頁;Col㎞s他(編)Dicey,MorrisandCollinsontheConflictofLaws(第14

版,2006年)第34-007パ ラ グラ フ.こ れ に対 して,PeterNorthandJamesFawcett,

Cheshireand,t▽orth'sPrivateInternationalLaw(第13編,1999年)694頁 は,

不 当利 得 と しての性 質 決定 を主 張す る。

㈹[1996]1Lloyd'sRep589(控 訴 院).

⑬Collins他(編)Dicey,MorrisandCollins-onthe _Conflict-ofLaws(第14版,

2006年)Rule230.

㈲ 前 掲注 ω 咀ongMin7頁.

㈲Regulation(EC)No864/20070ftheEuropeanParliamentandoftheCouncilonthe

LawApplicabletoNon-Contractual:Obligations(RomeII規 則)[2007]O.J.L199/40 .

同規 則 は,2009年1月11日 か ら施行 され(第32条),そ の後 に発 生 した損害 につ

い て適用 され る(第31条)。

⑯ 例 えば,ブ ラ ッセル ズ規 則第2条 。 わが 国で は,民 事訴 訟法 第4条 お よびその 国

際裁 判 管 轄 へ の準 用 。 コモ ン ・ロ ー諸 国 で は,被 告 の 法廷 地 にお け る所 在(pres-

ence)が,請 求の根 拠 の如何 を問 わず に認 め られ る管轄原 因であ る(但 し,管 轄権

の行使 は フ ォー ラム ・ノ ン ・コ ンベ ニ エ ンス法理 の制 約 を受 ける)。

㈲ 例 えば,ブ ラ ッセル ズ規 則 の 下 で は,第24条 に よ り,応 訴 が管 轄 を争 うため の

もので ない ことお よび,他 の裁 判所 が専 属管 轄 を有 しな い こ とが要件 とな ってい る。

⑱ 仲 裁 合 意 違反 の損 害賠 償 請 求 が 当該 仲 裁 合 意 の射 程 内 で ある と判 示 じた もの に

Mantovaniv.CaparelliSpA[1980]1Lloyd'sRep375事 件 が ある。

⑲ 土 地管 轄規 定(民 事訴 訟 法5条1号)は,文 言 上 は,請 求 の根 拠 を特 定せ ず に一

般 的 に義 務 の履行 地 に管 轄 を認 め るが,少 な くとも国際裁 判管 轄 の根 拠 と して類推

適用 す る場 合 には,不 法行 為 の損害 賠償 義務 は対 象外 で あ る と解す るのが通 説で あ

るので,契 約 の義務 履行 地 管轄 とほぼ 同視 で きる。

X70)Bierv.MinesdePotasse{Case21/76)[1976]ECR1735.

⑭ 土地 管轄 規定(民 事訴 訟 法5条9号)は 不法 行為 地 に管轄 を認 め,東 京 地裁 昭和40

年5月27日 判 決(下 民 集16巻5号923頁)な どの判 例 は,加 害行 為地 と結 果発 生

地 の双 方 に国 際裁判 管轄 が 認 め られ る と判示 した。学 説 としては,佐 野 寛 「不 法行

為 地の 管轄 権」(高 桑 昭=道 垣 内正 人(編)『 新裁 判 実務大 系 国際 民事訴 訟 法(財

[高橋宏司]管 轄合意違反の損害賠償161

産 法関係)』(青 林書 院,2003年)所 収,91頁)な ど参 照。

⑫ 金 融 ・商事 判例1133号24頁 。

"③KalfelisvSchroder(Case189/87)[1988]ECR5565,

⑭ これ に対 して,無 効 契約 に基 づ く給付 に関 して な され る場 合 につ いて は,拙 稿 「無

効契 約 に基づ く給付 の不 当利得 返還 請求 につい ての 裁判 管轄権 一 ブ ラ ッセル 裁判 管

轄 ・判 決執 行条 約 の下 での性 質 決定一 」JCAジ ャー ナル(2000年9月 号)20-26頁

参照 。

㈱George<Panagopoulos,Restitutionin二PrivateInternationalLaw(2000年)228

頁.

⑯ 北村 政府 参考 人答 弁(第161回 国会経 済産 業委 員 会(第5号)平 成16年1ユ 月10

日)。

⑰ 例 えば ブ ラ ッセ ルズ規 則34条4項 。

㈲ これ に対 し,前 掲注(29)YeoandTaninWorthi皿gton416頁 は,訴 訟 差止 命令 と異 な

り,損 害賠 償 を命 じる判 決 は,ブ ラ ッセ ルズ規 則 の下 で は承 認 ・執行 され るで あ ろ

う とす る。

X79}LawrenceCollins,"BlockingandClawbackStatutes:theUnitedKingdomAp-

proach:Part2"[1986]J.B.L.452,463.

O鋤CouncilRegulationNo.2238/2003(前 出).

鋤 北 村政 府参 考 人答弁(第161回 国会経 済 産業 委員 会(第5号)平 成16年U月10

日)。

㈱MarioGiulianoandPaulLagarde,"ReportontheConventiononthelawapplicable

tocontractualobligations"[1980]OJC282第1条2項d号 の注 釈 。

⑬ 不法 行為 の損 害賠 償 は,コ モ ン ・ロー諸 国で はあ ま り検 討 され てい な いの に対 し

て,日 本法 には,提 訴一 般 の不法 行為 性 につ い ての判例 が あ るた め に分 析 の手 が か

りが あ るが,管 轄合 意違 反 とい うだ けで客 観 的違 法性 と して充 分 であ る か,特 に第

2類 型 の場 合 に主観 的要 件 が どの よ うな事 案 で充 足 され るの か とい う点が不 明で あ

る。不 当利 得 の返還 請求 は,第2類 型 の事 案 につ い ては可 能性 が あ るが1英 法 圏 の

法 で は,利 得 の積極 的 な返還根 拠 が必 要 とされ る上 に,侵 害利得 につ い ての不 当利

得 返還 請求 は,そ もそ も認 め られ に く く,管 轄 合 意違 反の 局面 で は検討 され てい な

いo

l紛AdrianBriggs,"Distinctiveaspectsoftheconflictoflawsincommonlawsystems

Autonomyandagreementintheconflictoflaws"同 志 社 法 学 第308号(57巻3号)

(2005年)21頁,第36パ ラ グ ラ フ.

⑮ 但 し,渡 辺 慢 之 「外 国 訴 訟 差 止 命 令1日 本 の 裁 判 所 は命 令 で き る か 」(松 井 芳 郎



162国 際私法年報 第9号(2007)

他(編)『 グ ローバ ル化 す る世界 と法 の課 題:平 和 ・人 権 ・経 済 を手 が か りに』(東

信 堂,2006年)所 収229頁)250,253頁 は,裁 判 所 の一 般 的 な指 揮 監督 権 限 を根

拠 に,わ が 国の裁 判所 に も外 国訴 訟差 止 を命令 す る管轄 を認め た上 で,外 国判 決 に

よって 当事者 が得 た利 得 の不 当性 とその返 還 請求 の根拠 と しての意 味や,外 国判 決

に よって生 じた損 害 の賠 償請 求 の前提 的認 定 と して の意 味 を外 国訴 訟差 止命令 に見

る。

X86)AdrianBriggs,"Distinctiveaspectsoftheconflictoflawsincommonlawsystems

Autonomyandagreementh芯hecon伍ctoflaws"同 志 社法 学308号(57巻3号)(2005

年)2ユ 頁 の第26パ ラグ ラ フ も同 旨。 実際,第1類 型 の事 案 で は,損 害賠 償が 認 め

られた イ ング ラ ン ドお よび ニ ュー ヨー クの判例 が あ る・(前述)。

㈲ 準 拠法 選択 におい て は,内 外 国法平 等 の原則 とい う理 想 主義 的 ・普遍 的 な視 座 を

本則 と しつ つ,準 拠外 国法が 内 国の基 本 的 な法 秩序 や法 理 念 に反す る適 用結果 を導

く可 能性 が あ る とい う現 実 に対応 す るた め}公 序則 に よる外 国法 適用 排 除 の余 地 を

認 めて い る。

⑱ ただ し,こ れ は,各 国裁判 所 の相互 連携 に よる国際 「協 力」 を前提 と した法 理 で

はな く,あ くまで各 国裁 判所 の個 別判 断 に基 づ くもので ある。 ・ 働

⑲AirbusIndustrieG.1.E.vPatel[1999]1ACll9(貴 族 院).・.・

Aso)実 際,第2類 型 の事 案 で は,連 合王 国貴 族 院判 決 で,損 害賠償 を認め る こ とを添

唆す る ものがあ る程 度 であ る(前 述)。::::,・;:
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